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第11章 環境の保全のための措置 

11.1 予測・評価に際して講じることとした環境の保全のための措置 

11.1.1 環境の保全のための措置の検討 

本事業の実施にあたっては、整合を図るべき基準、目標等を満足するとともに、環境へ

の影響を事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避・低減することを目的として、

工事中及び供用後における環境の保全のための措置を検討した。 

 

(1) 工事中における環境の保全のための措置 

工事中においては、大気質の発生源対策、騒音の発生源対策、振動の発生源対策、水質

の発生源対策、動物への影響の低減、植物への影響の低減、生態系への影響の低減、自然

とのふれあいの場への影響の低減、廃棄物等の発生抑制及び再利用等の促進、温室効果ガ

ス等の発生抑制、コミュニティの利用環境及び交通手段への影響の低減、地域交通の交通

混雑の緩和及び交通安全の確保に重点をおいて検討した。 

 

(2) 供用後における環境の保全のための措置 

供用後においては、水象への影響の低減、動物への影響の低減、植物への影響の低減、

生態系への影響の低減、周辺景観への調和、自然とのふれあいの場への影響の低減、埋蔵

文化財への影響の低減、コミュニティの利用環境への影響の低減に重点をおいて検討した。 

 

11.1.2 環境の保全のための措置 

予測・評価に際して講じることとした環境の保全のための措置は、表 11-1(1)～(6)に

示すとおりである。 

本事業の実施に伴う環境への影響は、これらの環境の保全のための措置を適切に実施す

ることにより、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避・低減が図られると考え

る。 

 



 

11-2 

表 11-1(1) 予測・評価に際して講じることとした環境の保全のための措置 

影響要因 影 響 
検討の 

視点 
環境の保全のための措置 

措置の 

区分 

大
気
質 

建設機械の稼働 大気汚染物

質の排出 

発生源 

対策 

・排出ガス対策型建設機械を採用する。 

・工事の平準化を図り、建設機械の集中的な稼働

を避ける。 

・作業方法の改善(高負荷運転の抑制、アイドリ

ングストップ等)に努める。 

低減 

資材運搬等の車

両の走行 

大気汚染物

質の排出 

発生源 

対策 

・規制速度での走行やアイドリングストップな

どの適切な運転指導を徹底する。 

・車両の運行管理により、車両走行の集中化を避

ける。 

低減 

資材運搬等の車

両の走行 

粉じんの飛

散 

発生源 

対策 

・工事区域の出口において工事用車両のタイヤ

の洗浄を行う。 

低減 

堤 体 等 の 工 事

(掘削含む)及び

工事用道路等の

設置工事 

粉じんの飛

散 

発生源 

対策 

・必要に応じてシート被覆等の飛散防止対策を

行う。 

・必要に応じて土工事等において散水を行う。 

・工事の平準化を図り、建設機械の集中的な稼働

を避ける。 

低減 

騒
音
・
低
周
波
音 

建設機械の稼働 騒音の発生 発生源 

対策 

・低騒音型建設機械を採用する。 

・原則として、早朝や夜間、日曜日及び祝日の工

事は避け、周辺地域住民等への影響の最小化

を図る。 

・工事の平準化を図り、建設機械の集中的な稼働

を避ける。 

・作業方法の改善(高負荷運転の抑制、アイドリ

ングストップ等)に努める。 

低減 

資材運搬等の車

両の走行 

騒音の発生 発生源 

対策 

・規制速度での走行やアイドリングストップな

ど適切な運転指導を徹底する。 

・車両の運行管理により、車両走行の集中化を避

ける。 

低減 

振
動 

建設機械の稼働 振動の発生 発生源 

対策 

・低振動型建設機械の採用に努める。 

・原則として、早朝や夜間、日曜日及び祝日の工

事は避け、周辺地域住民等への影響の最小化

を図る。 

・工事の平準化を図り、建設機械の集中的な稼働

を避ける。 

低減 

資材運搬等の車

両の走行 

振動の発生 発生源 

対策 

・規制速度での走行やアイドリングストップな

ど適切な運転指導を徹底する。 

・車両の運行管理により、車両走行の集中化を避

ける。 

低減 

水
質 

堤 体 等 の 工 事

(掘削含む)及び

工事用道路等の

設置工事 

濁水の流出 発生源 

対策 

・工事中の降雨に伴い発生する濁水の SS濃度を

「さいたま市生活環境の保全に関する条例」

に基づく、指定土木建設作業に適用するその

他の排出水の汚染状態に係る規制基準である

180mg/L以下に処理してから、公共用水域に排

水する。 

低減 

堤 体 等 の 工 事

(掘削含む) 

アルカリ分

の流出 

発生源 

対策 

・コンクリート工事に伴い発生する濁水の pHを

「さいたま市生活環境の保全に関する条例」

に基づく、指定土木建設作業に適用するその

他の排出水の汚染状態に係る規制基準である

5.8～8.6 に処理してから、公共用水域に排水

する。 

低減 

水
象 

調節池の存在・

供用 

地下水の水

位の変化 

環境の監

視 

・地下水位のモニタリングを行い、その結果を踏

まえ必要に応じて専門家に相談し、事業によ

る影響が確認された場合には、対策を必要に

応じて検討する。 

低減 
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表 11-1(2) 予測・評価に際して講じることとした環境の保全のための措置 

影響要因 影 響 
検討の 

視点 
環境の保全のための措置 

措置の 

区分 

動
物 

工事の実施

及び土地又

は工作物の

存在・供用 

土地の改変 環境の創

出 

・湿地環境等の自然豊かな環境の代償・創出につ

いて、必要に応じて検討を行う。 

低減 

地下水の水

位の変化 

環境の監

視 

・地下水位のモニタリングを行い、その結果を踏

まえ 必要に応じて専門家に相談し、事業による

動物の生息環境への影響が確認された場合に

は、対策を必要に応じて検討する。 

低減 

建設機械の

稼働及び資

材運搬等の

車両の走行 

騒音の発生 発生源 

対策 

・低騒音型建設機械を採用する。 

・工事の平準化を図り、建設機械の集中的な稼働

を避ける。 

・作業方法の改善(高負荷運転の抑制、アイドリン

グストップ等)に努める。 

低減 

堤体等の工

事 ( 掘 削 含

む)及び工事

用道路等の

設置工事の

実施 

濁水の流出 発生源 

対策 

・工事中の降雨に伴い発生する濁水の SS 濃度を

「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に

基づく、指定土木建設作業に適用するその他の

排出水の汚染状態に係る規制基準である

180mg/L以下に処理してから、公共用水域に排水

する。 

低減 

堤体等の工

事 ( 掘 削 含

む) 

アルカリ分

の流出 

発生源 

対策 

・コンクリート工事に伴い発生する濁水の pH を

「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に

基づく、指定土木建設作業に適用するその他の

排出水の汚染状態に係る規制基準である 5.8～

8.6に処理してから、公共用水域に排水する。 

低減 

植
物
（
保
全
す
べ
き
種
） 

工事の実施

及び土地又

は工作物の

存在・供用 

直接改変に

よる個体の

消失 

生育地へ

の配慮 

・改変区域内に生育するノニガナの生育地の改変

を回避する。 

回避 

環境の創

出 

・湿地環境等の自然豊かな環境の代償・創出につ

いて、必要に応じて検討を行う。 

低減 

地下水の水

位の変化 

環境の監

視 

・地下水位のモニタリングを行い、その結果を踏まえ

必要に応じて専門家に相談し、事業による植物の

生育環境への影響が確認された場合には、対策を

必要に応じて検討する。 

低減 

堤体等の工

事 ( 掘 削 含

む)及び工事

用道路等の

設置工事の

実施 

濁水の流出 発生源 

対策 

・工事中の降雨に伴い発生する濁水の SS 濃度を

「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に

基づく、指定土木建設作業に適用するその他の

排出水の汚染状態に係る規制基準である

180mg/L以下に処理してから、公共用水域に排水

する。 

低減 

堤体等の工

事 ( 掘 削 含

む) 

アルカリ分

の流出 

発生源 

対策 

・コンクリート工事に伴い発生する濁水の pH を

「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に

基づく、指定土木建設作業に適用するその他の

排出水の汚染状態に係る規制基準である 5.8～

8.6に処理してから、公共用水域に排水する。 

低減 

植
物
（
保
全
す
べ
き
群
落
） 

土地又は工

作物の存在・

供用 

地下水の水

位の変化 

環境の監

視 

・地下水位のモニタリングを行い、その結果を踏まえ

必要に応じて専門家に相談し、事業による植物の

生育環境への影響が確認された場合には、対策を

必要に応じて検討する。 

低減 

堤体等の工

事 ( 掘 削 含

む)及び工事

用道路等の

設置工事の

実施 

濁水の流出 発生源 

対策 

・工事中の降雨に伴い発生する濁水の SS 濃度を

「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に

基づく、指定土木建設作業に適用するその他の

排出水の汚染状態に係る規制基準である

180mg/L以下に処理してから、公共用水域に排水

する。 

低減 

堤体等の工

事 ( 掘 削 含

む) 

アルカリ分

の流出 

発生源 

対策 

・コンクリート工事に伴い発生する濁水の pH を

「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に

基づく、指定土木建設作業に適用するその他の

排出水の汚染状態に係る規制基準である 5.8～

8.6に処理してから、公共用水域に排水する。 

低減 



 

11-4 

表 11-1(3) 予測・評価に際して講じることとした環境の保全のための措置 

影響要因 影 響 
検討の 

視点 
環境の保全のための措置 

措置の 

区分 

生
態
系(

環

境
単
位)

 

工事の実施及

び土地又は工

作物の存在・

供用 

地下水の水

位の変化 

環 境 の

監視 

・地下水位のモニタリングを行い、その結果を踏ま

え必要に応じて専門家に相談し、事業による環境

単位への影響が確認された場合には、対策を必要

に応じて検討する。 

低減 

生
態
系
（
上
位
性
陸
域
） 

建設機械の稼

働 

騒 音 の 発

生 

時 期 の

調整 

・オオタカが繁殖活動を行う時期のうち、敏感度が

極めて大きいとされる時期には、必要に応じて工

事を一時中断する。ただし、具体的な実施方針に

ついては、専門家の指導・助言を得ながら対応す

る。 

回避 

監視 ・オオタカが繁殖活動を行う時期には、繁殖状況を

モニタリングし、工事によると思われる忌避行動

が確認された場合は工事の一時中断を検討する。 

回避 

発 生 源

対策 

・オオタカが繁殖活動を行う時期には、以下に留意

して工事を実施する。 

・工事の平準化を図り、建設機械の集中的な稼働を

避ける。 

・低騒音対策型建設機械を採用する。 

・作業方法の改善(高負荷運転の抑制、アイドリン

グストップ等)に努める。 

低減 

距 離 の

確保 

・オオタカが繁殖活動を行う時期には、作業員、工

事用車両が営巣地付近に不必要に立ち入らない

よう制限する。 

低減 

生
態
系
（
上
位
性
河
川
域
） 

建設機械の稼

働 

騒 音 の 発

生 

発 生 源

対策 

・工事の平準化を図り、建設機械の集中的な稼働を

避ける。 

・低騒音対策型建設機械を採用する。 

・作業方法の改善(高負荷運転の抑制、アイドリン

グストップ等)に努める。 

低減 

堤体等の工事

(掘削含む)及

び工事用道路

等の設置工事

の実施 

濁水の流出 発生源 

対策 

・工事中の降雨に伴い発生する濁水の SS濃度を「さ

いたま市生活環境の保全に関する条例」に基づ

く、指定土木建設作業に適用するその他の排出水

の汚染状態に係る規制基準である 180mg/L 以下

に処理してから、公共用水域に排水する。 

低減 

堤体等の工事

(掘削含む) 

アルカリ分

の流出 

発生源 

対策 

・コンクリート工事に伴い発生する濁水の pHを「さ

いたま市生活環境の保全に関する条例」に基づ

く、指定土木建設作業に適用するその他の排出水

の汚染状態に係る規制基準である 5.8～8.6 に処

理してから、公共用水域に排水する。 

低減 
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表 11-1(4) 予測・評価に際して講じることとした環境の保全のための措置 

影響要因 影 響 
検討の 

視点 
環境の保全のための措置 

措置の 

区分 

生
態
系
（
典
型
性
陸
域
） 

建設機械の稼

働 

騒 音 の 発

生 

発 生 源

対策 

・工事の平準化を図り、建設機械の集中的な稼働を

避ける。 

・低騒音対策型建設機械を採用する。 

・作業方法の改善(高負荷運転の抑制、アイドリン

グストップ等)に努める。 

低減 

生息・育成環

境の変化 

環 境 の 消

失 

環 境 の

創出 

・湿地環境等の自然豊かな環境の代償・創出につ

い、必要に応じて検討を行う。 

低減 

土地又は工作

物の存在・供

用 

地下水の水

位の変化 

環 境 の

監視 

・地下水位のモニタリングを行い、その結果を踏ま

え必要に応じて専門家に相談し、事業による着目

種への影響が確認された場合には、対策を必要に

応じて検討する。 

低減 

堤体等の工事

(掘削含む)及

び工事用道路

等の設置工事

の実施 

濁水の流出 発生源 

対策 

・工事中の降雨に伴い発生する濁水の SS濃度を「さ

いたま市生活環境の保全に関する条例」に基づ

く、指定土木建設作業に適用するその他の排出水

の汚染状態に係る規制基準である 180mg/L 以下

に処理してから、公共用水域に排水する。 

低減 

堤体等の工事

(掘削含む) 

アルカリ分

の流出 

発生源 

対策 

・コンクリート工事に伴い発生する濁水の pHを「さ

いたま市生活環境の保全に関する条例」に基づ

く、指定土木建設作業に適用するその他の排出水

の汚染状態に係る規制基準である 5.8～8.6 に処

理してから、公共用水域に排水する。 

低減 

景
観 

調 節 池 の 存

在・供用 

主要な眺望

景観の変化 

周 辺 景

観 と の

調和 

・周辺環境との調和を図るため、工作物の意匠計画

や色彩計画、緑化計画は自然環境に配慮したもの

とする。 

・さいたま市景観色彩ガイドラインに記載された

内容を踏まえ、周囲と調和するよう、構造物の色

彩に配慮する。 

低減 

自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場 

調 節 池 の 存

在・供用 

自然とふれ

あいの場の

改変 

影 響 の

解消 

・荒川自転車道の代替ルートについて、関係機関と

協議を行い、ルートを確保する。 

低減 

建設機械の稼

働、堤体等の

工事 (掘削含

む )及び工事

用道路等の設

置 工 事 の 実

施、資材運搬

等の車両の走

行 

利用環境の

変化 

発 生 源

対策 

( 大 気

質：二酸

化窒素、

浮 遊 粒

子 状 物

質) 

(騒音・

振動) 

・排出ガス対策型建設機械を採用する。 

・低騒音型建設機械を採用する。 

・工事の平準化を図り、建設機械の集中的な稼働を

避ける。 

・作業方法の改善(高負荷運転の抑制、アイドリン

グストップ等)に努める。 

・車両の運行管理により、車両走行の集中化を避け

る。 

・規制速度での走行やアイドリングストップなど

適切な運転指導を徹底する。 

低減 

発 生 源

対策 

( 大 気

質：粉じ

ん) 

・必要に応じてシート被覆等の飛散防止対策を行

う。 

・必要に応じて土工事等において、散水を行う。 

史
跡
・
文
化
財 

調 節 池 の 存

在・供用 

埋蔵文化財

包蔵地の直

接的改変 

影 響 の

解消 

・試掘調査又は工事の実施により埋蔵文化財が確

認された場合には、埼玉県教育局文化資源課と文

化財保護法に基づく協議を行い、指導に従う。 

低減 
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表 11-1(5) 予測・評価に際して講じることとした環境の保全のための措置 

影響要因 影 響 
検討の 

視点 
環境の保全のための措置 

措置の 

区分 

廃
棄
物
等 

堤体等の工

事（掘削含

む）及び工事

用道路の設

置工事 

廃棄物等の

発生 

発生抑制、再

利用の促進 

・工事に伴い発生する廃棄物は、再資源化施設へ

全量搬出する。 

低減 

残土の発生 発生抑制、再

利用の促進 

・建設発生土は、事業実施区域内で可能な限り有

効活用し、余った残土については秋ヶ瀬ストッ

クヤードに搬出し、有効利用を図る。 

低減 

温
室
効
果
ガ
ス
等 

建設機械の

稼働 

温室効果ガ

ス等の排出 

排出の抑制 ・温室効果ガス排出量が少ない低燃費型建設機

械の使用に努める。 

・建設機械の稼働にあたっては、アイドリングス

トップやエンジン回転の抑制など省エネ運転

を徹底する。 

・建設機械の整備、点検を徹底する。 

・場内の資材運搬等の車両ルートを効率化し、走

行時間を短縮して移動できるよう考慮して計

画する。 

低減 

資材運搬等

の車両の走

行 

温室効果ガ

ス等の排出 

排出の抑制 ・資材運搬等の車両のアイドリングストップや

エンジン回転の抑制など省エネ運転を徹底す

る。 

・資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 

低減 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

建設機械の

稼働、堤体等

の工事(掘削

含む)及び工

事用道路等

の設置工事

の実施、資材

運搬等の車

両の走行 

利用環境の

変化 

発生源対策 

(大気質：二

酸化窒素、浮

遊粒子状物

質) 

(騒音・振動) 

・排出ガス対策型建設機械を採用する。 

・低騒音型建設機械を採用する。 

・工事の平準化を図り、建設機械の集中的な稼働

を避ける。 

・作業方法の改善(高負荷運転の抑制、アイドリ

ングストップ等)に努める。 

・車両の運行管理により、車両走行の集中化を避

ける。 

・規制速度での走行やアイドリングストップな

ど適切な運転指導を徹底する。 

低減 

 発生源対策 

(大気質：粉

じん) 

・必要に応じてシート被覆等の飛散防止対策を

行う。 

・必要に応じて土工事等において、散水を行う。 

低減 

調節池の存

在・供用 

利用環境の

変化 

影響の解消 ・西遊馬公園第三駐車場の代替駐車場について、

関係機関と協議を行う。 

・荒川自転車道の代替ルートについて関係機関

と協議を行い、ルートを確保する。 

低減 

地
域
交
通 

資材運搬等

の車両の走

行 

交通混雑の

発生 

交通混雑の

緩和 

・車両の運行管理により、車両走行の集中化を避

ける。 

低減 

交通事故の

発生 

交通安全の

確保 

・規制速度での走行やアイドリングストップな

ど適切な運転指導を徹底する。 

・歩行者等の安全を確保するため、工事区域の出

入口等の要所に、必要に応じて交通整理員を配

置する。 

・資材運搬等の車両の運転者への交通安全教育

を行い、安全に十分注意して運転するよう指導

を徹底する。 

低減 
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第12章 対象事業の実施による影響の総合的な評価 

計画地は、埼玉県さいたま市の北西部の桜区、西区から上尾市、川越市にまたがる荒川河川

敷上に位置し、周辺には、老人福祉センターや小・中学校、高等学校など多くの公共施設が存

在し、河川沿いにはゴルフ場が分布している。計画地の自然環境は、河岸環境として河畔林、

自然草地や田んぼや畑、流入河川やため池など豊かな自然環境が残されている。また、敷地南

側でも区画整理がなされていない田園環境及び雑木林が形成されている。 

本事業は、設置する堤防等の施設のほとんどが現在ゴルフ場として利用されている場所に位

置しており、耕作地や自然地等を中心とした動植物の生息・生育・繁殖環境への直接の影響を

最大限に回避した計画とした。 

本事業に係る環境影響評価の結果は表 12-1(1)～(11)に示すとおり、環境負荷を生じさせる

可能性のある大気質、騒音・低周波音、振動、水質、水象、動物、植物、生態系、景観、自然

とのふれあいの場、史跡・文化財、廃棄物等、温室効果ガス等、コミュニティ、地域交通の環

境影響評価項目については、工事の実施や工作物の存在や供用による影響は各種の環境保全の

ための措置を講ずることによって回避又は低減が可能となっており、環境保全への配慮は適正

であると考える。また、環境保全の基準もしくは目標と、調査及び予測との結果の間には、整

合が図られていると考える。 

本事業の実施にあたっては、環境の保全のための措置を確実に履行するとともに、最新の技

術・工法等を積極的に採用し、環境への影響をより低減するよう努める。 

さらに、事後調査計画に基づく事後調査を実施し、環境の保全を確実なものとする。工事中

及び供用後において、事前に予測しなかった環境問題が生じた場合、または予測等に用いた計

画諸元の変更により、環境負荷の増加が明らかな場合には、速やかに調査等を行い、関係機関

と協議の上、専門家の指導及び助言を踏まえて、適切な措置を講じる。また、今後、環境影響

評価を行う過程で項目及び手法の選定等に関する事項に新たな事情が生じた際は、さいたま市

と協議の上で適切な対応を実施する。 

したがって、本事業は、事業実施区域及び周辺地域の環境の保全についての配慮が適正にな

されていると評価する。 
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表 12-1(1) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 

予測・評価結果の概要 
間接影響
の有無 

環境の保全のための
措置 

環境の保全
のための措
置による影
響の有無 

大
気
質 

【建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物
質の影響】 
(A) 回避・低減の観点 

本事業では、右に示す環境の保全のための措置を講
じることで、建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮
遊粒子状物質の影響の低減に努める。 
以上のことから、建設機械の稼働に伴う二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質の影響は、事業者により実行可能
な範囲内でできる限り低減が図られていると評価す
る。 
(B) 基準、目標等との整合の観点 
建設機械の稼働に伴う二酸化窒素(年間 98%値)は

0.026～0.027ppm、浮遊粒子状物質(年間 2%除外値)は
0.046～0.047mg/m3と予測され、整合を図るべき基準等
を満足している。 
以上のことから、建設機械の稼働に伴う二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質の予測結果は、整合を図るべき基
準、目標等との整合が図られていると評価する。 

無 

・排出ガス対策型建
設機械を採用す
る。 

・工事の平準化を図
り、建設機械の集
中的な稼働を避け
る。 

・作業方法の改善(高
負荷運転の抑制、ア
イドリングストッ
プ等)に努める。 

無 

【資材運搬等の車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊
粒子状物質の影響】 
(A) 回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための措置を講

じることで、資材運搬等の車両の走行に伴う二酸化窒
素及び浮遊粒子状物質の影響の低減に努める。 

以上のことから、資材運搬等の車両の走行に伴う二
酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響は、事業者により
実行可能な範囲内でできる限り低減が図られていると
評価する。 
(B) 基準、目標等との整合の観点 

資材運搬等の車両の走行に伴う二酸化窒素(年間 98%
値)は 0.027～0.029ppm、浮遊粒子状物質(年間 2%除外
値)はいずれも 0.046～0.047mg/m3と予測され、整合を
図るべき基準等を満足している。 

以上のことから、資材運搬等の車両の走行に伴う二
酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測結果は、整合を図
るべき基準、目標等との整合が図られていると評価す
る。 

無 

・規制速度での走行
やアイドリングス
トップなどの適切
な運転指導を徹底
する。 

・車両の運行管理に
より、車両走行の
集中化を避ける。 

 
無 
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表 12-1(2) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 

予測・評価結果の概要 
間接影響
の有無 

環境の保全のための
措置 

環境の保全
のための措
置による影
響の有無 

大
気
質 

【資材運搬等の車両の走行に伴う粉じん等の影響】 
(A) 回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための措置を講

じることで、資材運搬等の車両の走行に伴う粉じん等
の影響の低減に努める。 

以上のことから、資材運搬等の車両の走行に伴う粉
じん等の影響は、事業者により実行可能な範囲内でで
きる限り低減が図られていると評価する。 
(B) 基準、目標等との整合の観点 

資材運搬等の車両の走行に伴う降下ばいじん量の予
測結果の最大値は、3.74～5.93t/km2/月であり、整合を
図るべき基準等を下回っている。 

以上のことから、資材運搬等の車両の走行に伴う粉
じんの予測結果は、整合を図るべき基準、目標等との
整合が図られていると評価する。 

無 

・工事区域の出口に
おいて工事用車両
のタイヤの洗浄を
行う。 

 

無 

【堤体等の工事(掘削含む)及び工事用道路等の設置工
事に伴う粉じん等の影響】 
(A) 回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための措置を講

じることで、堤体等の工事(掘削含む)及び工事用道路
等の設置工事に伴う粉じん等の影響の低減に努める。 
以上のことから、堤体等の工事(掘削含む)及び工事

用道路等の設置工事に伴う粉じん等の影響は、事業者
により実行可能な範囲内でできる限り低減が図られて
いると評価する。 
(B) 基準、目標等との整合の観点 
堤体等の工事(掘削含む)及び工事用道路等の設置工

事に伴う降下ばいじん量の予測結果の最大値は、0.01
～0.62t/km2/月であり、整合を図るべき基準等を下回っ
ている。 

以上のことから、堤体等の工事(掘削含む)及び工事
用道路等の設置工事に伴う粉じんの予測結果は、整合
を図るべき基準、目標等との整合が図られていると評
価する。 

無 

・必要に応じてシー
ト被覆等の飛散防
止対策を行う。 

・必要に応じて土工
事等において散水
を行う。 

・工事の平準化を図
り、建設機械の集
中的な稼働を避け
る。 無 
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表 12-1(3) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 予測・評価結果の概要 

間接
影響
の有
無 

環境の保全のための措置 

環境の保
全のため
の措置に
よる影響
の有無 

騒
音
・
低
周
波
音 

【建設機械の稼働に伴う騒音の影響】 
(A)回避・低減の観点 

本事業では、右に示す環境の保全のための措置を
講じることで、建設機械の稼働に伴う騒音の影響の
低減に努める。 
以上のことから、建設機械の稼働に伴う騒音の影

響は、事業者により実行可能な範囲内でできる限り
低減が図られていると評価する。 
(B) 基準、目標等との整合の観点 
建設機械の稼働に伴う騒音レベルは、敷地境界で

の騒音レベル(LA5)は 56～77dB、配慮施設位置での
等価騒音レベル(LAeq)は建設機械の稼働時の最大値
で 46～55dB、昼間平均で 42～52dB と予測され、整
合を図るべき基準等を下回っている。 

以上のことから、建設機械の稼働に伴う騒音の予
測結果は、整合を図るべき基準、目標等との整合が
図られていると評価する。 

無 

・低騒音型建設機械を採用する。 
・原則として、早朝や夜間、日曜

日及び祝日の工事は避け、周辺
地域住民等への影響の最小化
を図る。 

・工事の平準化を図り、建設機械
の集中的な稼働を避ける。 

・作業方法の改善(高負荷運転の
抑制、アイドリングストップ
等)に努める。 

無 

【資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための措置を

講じることで、資材運搬等の車両の走行に伴う騒音
の影響の低減に努める。 
以上のことから、資材運搬等の車両の走行に伴う

騒音の影響は、事業者により実行可能な範囲内でで
きる限り低減が図られていると評価する。 
(B) 基準、目標等との整合の観点 

資材運搬等の車両の走行に伴う騒音レベル（LAeq）
は、59～69 dB と予測され、整合を図るべき基準等
を下回っている。 

以上のことから、資材運搬等の車両の走行に伴う
騒音の予測結果は、整合を図るべき基準、目標等と
の整合が図られていると評価する。 

無 

・規制速度での走行やアイドリン
グストップなど適切な運転指
導を徹底する。 

・車両の運行管理により、車両走
行の集中化を避ける。 

無 
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表 12-1(4) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 

予測・評価結果の概要 

間接
影響
の有
無 

環境の保全のための措置 

環境の保
全のため
の措置に
よる影響
の有無 

振
動 

【建設機械の稼働に伴う振動の影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための措置

を講じることで、建設機械の稼働に伴う振動の影
響の低減に努める。 
以上のことから、建設機械の稼働に伴う振動の

影響は、事業者により実行可能な範囲内でできる
限り低減が図られていると評価する。 
(B) 基準、目標等との整合の観点 

建設機械の稼働に伴う振動レベルは最大値で
56dB であり、整合を図るべき基準等を下回ってい
る。 

以上のことから、建設機械の稼働に伴う振動の
予測結果は、整合を図るべき基準、目標等との整
合が図られていると評価する。 

無 

・低振動型建設機械の採用に努め
る。 

・原則として、早朝や夜間、日曜
日及び祝日の工事は避け、周辺
地域住民等への影響の最小化を
図る。 

・工事の平準化を図り、建設機械
の集中的な稼働を避ける。 無 

【資材運搬等の車両の走行に伴う振動の影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための措置

を講じることで、資材運搬等の車両の走行に伴う
振動の影響の低減に努める。 

以上のことから、資材運搬等の車両の走行に伴
う振動の影響は、事業者により実行可能な範囲内
でできる限り低減が図られていると評価する。 
(B) 基準、目標等との整合の観点 

資材運搬等の車両の走行に伴う振動レベル
（L10）は、42～53dB であり、整合を図るべき基
準等を下回っている。 
以上のことから資材運搬等の車両の走行に伴

う振動の予測結果は、整合を図るべき基準、目標
等との整合が図られていると評価する。 

無 

・規制速度での走行やアイドリン
グストップなど適切な運転指導
を徹底する。 

・車両の運行管理により、車両走
行の集中化を避ける。 

無 
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表 12-1(5) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 

予測・評価結果の概要 
間接影響
の有無 

環境の保全のための
措置 

環境の保
全のため
の措置に
よる影響
の有無 

水
質 

【堤体等の工事（掘削含む）及び工事用道路等の設置に
伴う水質への影響（浮遊粒子状物質）】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための措置を講じ

ることで、堤体等の工事(掘削含む)及び工事用道路等の
設置工事の実施に伴う水質への影響の低減に努める。 

以上のことから、工事の実施に伴う水質への影響は、
事業者の実行可能な範囲内でできる限り低減が図られて
いると評価する。 
(B) 基準、目標等との整合性の観点 

工事の実施に伴う浮遊物質量(SS)は、「さいたま市生
活環境の保全に関する条例」に基づく濁質負荷で予測
した場合の平均値が 12mg/Lと予測され、整合を図るべ
き基準等を満足している。 
以上のことから、工事の実施に伴う水質の予測結果の

うち、浮遊物質量(SS)については整合を図るべき基準、
目標等との整合が図られていると評価する。 

無 

・工事中の降雨に伴い
発生する濁水の SS
濃度を「さいたま市
生活環境の保全に関
する条例」に基づく、
指定土木建設作業に
適用するその他の排
出水の汚染状態に係
る規制基準である
180mg/L 以下に処理
してから、公共用水
域に排水する。 

 

無 

【堤体等の工事（掘削含む）及び工事用道路等の設置に
伴う水質への影響（水素イオン濃度）】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための措置を講じ

ることで、堤体等の工事(掘削含む)の実施に伴う水質へ
の影響の低減に努める。 

以上のことから、工事の実施に伴う水質への影響は、
事業者の実行可能な範囲内でできる限り低減が図られて
いると評価する。 
(B) 基準、目標等との整合性の観点 
工事の実施に伴う水素イオン濃度(pH)は、「さいたま市

生活環境の保全に関する条例」に基づく濁質負荷で予
測した場合で 7.1～8.6と予測され、環境基準の上限を
0.1 超過し、整合を図るべき基準等を満足していない。
ただし水素イオン濃度については現況値の上限が環境基
準の上限を超過しており、予測結果は現況値とほとんど
変わらない。 

無 

・コンクリート工事の
実施に伴い発生する
濁水の pH を「さいた
ま市生活環境の保全
に関する条例」に基
づく、指定土木建設
作業に適用するその
他の排出水の汚染状
態に係る規制基準で
ある 5.8～8.6 に処
理してから、公共用
水域に排水する。 

無 

【土地又は工作物の存在・供用に伴う水質の変化の影響】 
(A)回避・低減の観点 
存在・供用に伴う水質への影響については、調節池に

一時的貯留が生じるような出水時（計画高水流下時）の
流況において、放水時の放水先の河川 SS 濃度は、現況と
比較して平均値で 10mg/L低下すると予測された。 

以上のことから、土地又は工作物の存在・供用に伴う
水質への影響は、事業者の実行可能な範囲内でできる限
り低減されているものと評価する。 

－ － － 
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表 12-1(6) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 

予測・評価結果の概要 
間接影響の

有無 
環境の保全のための

措置 

環境の保
全のため
の措置に
よる影響
の有無 

水
象 

【堤体等の工事（掘削含む）及び工事用道路等の設置に
伴う河川の流量及び水位の変化への影響】 
(A)回避・低減の観点 
工事中の河川の流量及び水位はほとんど変化しない

と予測されることから、事業者の実行可能な範囲内でで
きる限り低減が図られていると評価する。 

－ － － 

【土地又は工作物の存在・供用に伴う水象への影響】 
(A)回避・低減の観点 
(a) 河川の流量、流速及び水位の変化 
最大流量の増加はなく流量の変化の程度は小さいと

予測され、調節池に一時貯留が行われない程度の中小規
模の出水の場合において、水位及び流速の変化の程度は
いずれも小さいと予測されたことから、事業者の実行可
能な範囲で低減されていると評価する。 
(b) 地下水の水位及び水脈の変化 

事業実施区域及びその周辺では地下水の低下が想定
されたが、地下水位の変化の程度は小さいと予測され、
また、右に示す環境の保全のための措置を講じること
で、調節池の存在・供用に伴う地下水の水位への影響の
低減に努める。 

以上のことから、事業者の実行可能な範囲内でできる
限り低減が図られていると評価する。 
(c)堤防、水門、堰等の施設 
調節池の存在・供用に伴う河川等の流量、流速及び水

位の変化の程度は小さいと予測され、堤防、水門、堰等
の施設への影響も小さいと予測されたことから、調節池
の存在・供用に伴う堤防、水門、堰等の施設への影響は、
事業者の実行可能な範囲で低減されていると評価する。 

無 

・地下水位のモニタリ
ングを行い、その結
果を踏まえ必要に
応じて専門家に相
談し、事業による影
響が確認された場
合には、対策を必要
に応じて検討する。 

無 
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表 12-1(7) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 

予測・評価結果の概要 

間接
影響
の有
無 

環境の保全のための措置 

環境の保
全のため
の措置に
よる影響
の有無 

動
物 

【工事の実施及び土地又は工作物の存在・供
用に伴う動物への影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための

措置を講じることで、工事の実施及び土地又
は工作物の存在・供用に伴う動物への影響の
低減に努める。 

以上のことから、工事の実施及び土地又は
工作物の存在・供用に伴う動物への影響は、
事業者により実行可能な範囲内でできる限
り低減が図られていると評価する。 

無 

・湿地環境等の自然豊かな環境の代償・
創出について、必要に応じて検討を行
う。 

・地下水位のモニタリングを行い、その
結果を踏まえ 必要に応じて専門家に
相談し、事業による動物の生息環境へ
の影響が確認された場合には、対策を
必要に応じて検討する。 

・低騒音型建設機械を採用する。 
・工事の平準化を図り、建設機械の集中

的な稼働を避ける。 
・作業方法の改善(高負荷運転の抑制、
アイドリングストップ等)に努める。 

・工事中の降雨に伴い発生する濁水のSS
濃度を「さいたま市生活環境の保全に
関する条例」に基づく、指定土木建設
作業に適用するその他の排出水の汚
染状態に係る規制基準である180mg/L
以下に処理してから、公共用水域に排
水する。 

・コンクリート工事の実施に伴い発生す
る濁水の pH を「さいたま市生活環境
の保全に関する条例」に基づく、指定
土木建設作業に適用するその他の排
出水の汚染状態に係る規制基準であ
る 5.8～8.6 に処理してから、公共用
水域に排水する。 

無 
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表 12-1(8) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 

予測・評価結果の概要 

間接
影響
の有
無 

環境の保全のための措置 

環境の保
全のため
の措置に
よる影響
の有無 

植
物
（
保
全
す
べ
き
種
、
保
全
す
べ
き
群
落
） 

【工事の実施及び土地又は工作物の存在・供
用に伴う植物への影響（保全すべき種及び保
全すべき群落への影響）】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための

措置を講じることで、工事の実施及び土地又
は工作物の存在・供用に伴う植物への影響の
回避・低減に努める。 

以上のことから、工事の実施及び土地又は
工作物の存在・供用に伴う植物への影響は、
事業者により実行可能な範囲内でできる限
り回避・低減が図られていると評価する。 

無 

・改変区域内にあるノニガナの生育地の
改変を回避する。 

・湿地環境等の自然豊かな環境の代償・
創出について、必要に応じて検討を行
う。 

・地下水位のモニタリングを行い、その結
果を踏まえ必要に応じて専門家に相談
し、事業による植物の生育環境への影
響が確認された場合には、対策を必要
に応じて検討する。 

・工事中の降雨に伴い発生する濁水のSS
濃度を「さいたま市生活環境の保全に
関する条例」に基づく、指定土木建設作
業に適用するその他の排出水の汚染状
態に係る規制基準である180mg/L以下
に処理してから、公共用水域に排水す
る。 

・コンクリート工事の実施に伴い発生する
濁水の pH を「さいたま市生活環境の保
全に関する条例」に基づく、指定土木建
設作業に適用するその他の排出水の汚
染状態に係る規制基準である 5.8～8.6
に処理してから、公共用水域に排水す
る。 

無 

植
物
（
緑
の
量
） 

【土地又は工作物の存在・供用に伴う植物へ
の影響（緑被率又は緑視率等を指標とした緑
の量への影響）】 
(A)回避・低減の観点 
予測の結果、緑の量（緑被率、緑視率）へ

の影響は小さいと予測され、土地又は工作物
の存在・供用に伴う緑の量への影響は、事業
者により実行可能な範囲内でできる限り低
減が図られていると評価する。 
(B)基準、目標等との整合の観点 

供用後の緑被率は 40％であり、整合を図
るべき目標値を上回っている。 
以上のことから、土地又は工作物の存在・

供用に伴う緑の量への影響は、整合を図るべ
き基準、目標等との整合が図られていると評
価する。 

無 － 無 
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表 12-1(9) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 

予測・評価結果の概要 
間接影
響の有

無 
環境の保全のための措置 

環境の保
全のため
の措置に
よる影響
の有無 

生
態
系 

【工事の実施及び土地又は工作物の
存在・供用に伴う生態系への影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全

のための措置を講じることで、工事
の実施及び土地又は工作物の存在・
供用に伴う生態系への影響の回避・
低減に努める。 

以上のことから、工事の実施及び
土地又は工作物の存在・供用に伴う
生態系への影響は、事業者により実
行可能な範囲内でできる限り回避・
低減が図られていると評価する。 

無 

・地下水位のモニタリングを行い、その結果
を踏まえ必要に応じて専門家に相談し、事
業による環境単位及び着目種への影響が
確認された場合には、対策を必要に応じて
検討する。 

・必要に応じて湿地環境等の自然豊かな環境
の代償・創出について検討を行う。 

・オオタカが繁殖活動を行う時期のうち、敏
感度が極めて大きいとされる時期には、必
要に応じて工事を一時中断する。ただし、
具体的な実施方針については、専門家の指
導・助言を得ながら対応する。 

・オオタカが繁殖活動を行う時期には、繁殖
状況をモニタリングし、工事によると思わ
れる忌避行動が確認された場合は工事の
一時中断を検討する。 

・オオタカが繁殖活動を行う時期には、工事
の平準化を図り、建設機械の集中的な稼働
を避ける。 

・オオタカが繁殖活動を行う時期には、低騒
音対策型建設機械を採用する。 

・オオタカが繁殖活動を行う時期には、作業
方法の改善(高負荷運転の抑制、アイドリ
ングストップ等)を行う。 

・オオタカが繁殖活動を行う時期には、作業
員、工事用車両が営巣地付近に不必要に立
ち入らないよう制限する。 

・工事中の降雨に伴い発生する濁水は、濁水
流出防止対策を実施し、基準等の範囲内に
低減してから、公共用水域に排水する。 

・コンクリート工事に伴い発生するアルカリ
排水は、濁水流出防止対策を実施し、基準
等の範囲内に低減してから、公共用水域に
排水する。 

無 

景
観 

【土地又は工作物の存在・供用に伴
う景観への影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全

のための措置を講じることで、調節
池の存在・供用に伴う景観への影響
の低減に努める。 

以上のことから、調節池の存在・
供用に伴う景観への影響は、事業者
により実行可能な範囲内でできる限
り低減が図られていると評価する。 
(B)基準、目標等との整合の観点 

環境の保全のための措置を講じる
ことで、さいたま市景観色彩ガイド
ラインで記載された基準を満たすと
考えられる。 
以上のことから、調節池の存在・

供用に伴う景観の予測結果は、整合
を図るべき基準、目標等との整合が
図られていると評価する。 

無 

・周辺環境との調和を図るため、工作物の意
匠計画や色彩計画、緑化計画は自然環境に
配慮したものとする。 

・さいたま市景観色彩ガイドラインに記載さ
れた内容を踏まえ、周囲と調和するよう、
構造物の色彩に配慮する。 

無 
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表 12-1(10) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 

予測・評価結果の概要 
間接影
響の有

無 
環境の保全のための措置 

環境の保
全のため
の措置に
よる影響
の有無 

自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場 

【工事の実施に伴う自然とのふれあいの
場への影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のた

めの措置を講じることで、工事の実施に
伴う自然とのふれあいの場への影響の低
減に努める。 
以上のことから、工事の実施に伴う自

然とのふれあいの場への影響は、事業者
により実行可能な範囲内でできる限り低
減が図られていると評価する。 

無 

・排出ガス対策型建設機械を採用す
る。 

・低騒音型建設機械を採用する。 
・工事の平準化を図り、建設機械の集

中的な稼働を避ける。 
・作業方法の改善(高負荷運転の抑制、

アイドリングストップ等)に努め
る。 

・車両の運行管理により、車両走行の
集中化を避ける。 

・規制速度での走行やアイドリングス
トップなど適切な運転指導を徹底
する。 

・必要に応じてシート被覆等の飛散防
止対策を行う。 

・必要に応じて土工事等において、散
水を行う。 

無 

【土地又は工作物の存在・供用に伴う自
然とのふれあいの場への影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のた

めの措置を講じることで、調節池の存
在・供用に伴う自然とのふれあいの場へ
の影響の低減に努める。 
以上のことから、調節池の存在・供用

に伴う自然とのふれあいの場への影響
は、事業者により実行可能な範囲内でで
きる限り低減が図られていると評価す
る。 

無 

・荒川自転車道の代替ルートについて、
関係機関と協議を行い、ルートを確
保する。 

 

無 

史
跡
・
文
化
財 

【土地又は工作物の存在・供用による史
跡・文化財への影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のた

めの措置を講じることで、調節池の存
在・供用に伴う史跡・文化財への影響の
低減に努める。 

以上のことから、調節池の存在・供用
に伴う史跡・文化財への影響は、事業者
により実行可能な範囲内でできる限り低
減が図られていると評価する。 

無 

・試掘調査又は工事の実施により埋蔵
文化財が確認された場合には、埼玉
県教育局文化資源課と文化財保護法
に基づく協議を行い、指導に従う。 

 
無 

廃
棄
物
等 

【工事の実施に伴う廃棄物の影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のた

めの措置を講じることで、工事の実施に
伴う廃棄物等の影響の低減に努める。 
以上のことから、工事の実施に伴う廃

棄物等の影響は、事業者により実行可能
な範囲内でできる限り低減が図られてい
ると評価する。 

無 

・工事に伴い発生する廃棄物は、再資
源化施設へ全量搬出する。 

・建設発生土は、事業実施区域内で可
能な限り有効活用し、余った残土に
ついては秋ヶ瀬ストックヤードに搬
出し、有効利用を図る。 

 

無 
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表 12-1(11) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 

予測・評価結果の概要 
間接影
響の有
無 

環境の保全のための措置 

環境の保
全のため
の措置に
よる影響
の有無 

温
室
効
果
ガ
ス
等 

【建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの影
響】 
(A)回避・低減の観点 
対策実施前の二酸化炭素排出量は 18,823 

t-CO2、対策実施後の二酸化炭素排出量は
18,076 t-CO2、二酸化炭素の削減量は 747 t-CO2 
(削減率 4.0%)と予測される。 

本事業では、温室効果ガスの排出抑制に向
けて、掘削・築堤作業の土量の応じて適切な
規模の建設機械を稼働させる計画である。ま
た、右に示す環境の保全のための措置を講じ
ることで、建設機械の稼働に伴う温室効果ガ
スの影響の低減に努める。 
以上のことから、建設機械の稼働に伴う温

室効果ガスの影響は、事業者により実行可能
な範囲内でできる限り低減が図られていると
評価する。 

無 

・温室効果ガス排出量が少ない低燃
費型建設機械の使用に努める。 

・建設機械の稼働にあたっては、ア
イドリングストップやエンジン回
転の抑制など省エネ運転を徹底す
る。 

・建設機械の整備、点検を徹底する。 
・場内の資材運搬等の車両ルートを
効率化し、走行時間を短縮して移
動できるよう考慮して計画する。 

無 

【資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガ
スの影響】 
(A)回避・低減の観点 
対策実施前の二酸化炭素排出量は 539 

t-CO2、対策実施後の二酸化炭素排出量は 496 
t-CO2、二酸化炭素の削減量は 43 t-CO2 (削減
率 8.0%)と予測される。 
本事業では、右に示す環境の保全のための

措置を講じることで、資材運搬等の車両の走
行に伴う温室効果ガスの影響の低減に努め
る。 
以上のことから、資材運搬等の車両の走行

に伴う温室効果ガスの影響は、事業者により
実行可能な範囲内でできる限り低減が図られ
ていると評価する。 

無 

・資材運搬等の車両のアイドリング
ストップやエンジン回転の抑制な
ど省エネ運転を徹底する。 

・資材運搬等の車両の整備、点検を
徹底する。 

無 
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表 12-1(12) 環境影響評価の結果等の一覧 

項
目 

予測・評価結果の概要 
間接影
響の有

無 
環境の保全のための措置 

環境の保
全のため
の措置に
よる影響
の有無 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

【工事に伴うコミュニティへの影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための

措置を講じることで、工事の実施に伴うコミ
ュニティ施設等への影響の低減に努める。 
以上のことから、工事に伴うコミュニティ

施設等への影響は、事業者により実行可能な
範囲内でできる限り低減が図られていると評
価する。 無 

・排出ガス対策型建設機械を採用す
る。 

・低騒音型建設機械を採用する。 
・工事の平準化を図り、建設機械の
集中的な稼働を避ける。 

・作業方法の改善(高負荷運転の抑
制、アイドリングストップ等)に努
める。 

・車両の運行管理により、車両走行
の集中化を避ける。 

・規制速度での走行やアイドリング
ストップなど適切な運転指導を徹
底する。 

・必要に応じてシート被覆等の飛散
防止対策を行う。 

・必要に応じて土工事等において、
散水を行う。 

無 

【土地又は工作物の存在・供用に伴うコミュ
ニティへの影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための

措置を講じることで、調節池の存在・供用に
伴うコミュニティ施設等への影響の低減に努
める。 
以上のことから、調節池の存在・供用に伴

うコミュニティ施設等への影響は、事業者に
より実行可能な範囲内でできる限り低減が図
られていると評価する。 

無 

・西遊馬公園第三駐車場の代替駐車
場について、関係機関と協議を行
う。 

・荒川自転車道の代替ルートについ
て関係機関と協議を行い、ルート
を確保する。 無 

地
域
交
通 

【工事の実施に伴う地域交通への影響】 
(A)回避・低減の観点 
本事業では、右に示す環境の保全のための

措置を講じることで、資材運搬等の車両の走行
に伴う地域交通への影響の低減に努める。 

以上のことから、資材運搬等の車両の走行
に伴う地域交通への影響は、事業者の実行可能
な範囲内でできる限り低減が図られていると
評価する。 
(B)基準、目標等との整合の観点 

資材運搬等の車両の走行に伴う将来交通量
による交差点需要率は、0.571 であり、指標値
0.9 を下回ると予測された。 

以上のことから、資材運搬等の車両の走行
に伴う地域交通への影響は、整合を図るべき基
準、目標等との整合が図られていると評価す
る。 

無 

・車両の運行管理により、車両走行
の集中化を避ける。 

・規制速度での走行やアイドリング
ストップなど適切な運転指導を徹
底する。 

・歩行者等の安全を確保するため、
工事区域の出入口等の要所に、必
要に応じて交通整理員を配置す
る。 

・資材運搬等の車両の運転者への交
通安全教育を行い、安全に十分注
意して運転するよう指導を徹底す
る。 

無 
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第13章 事後調査の計画 

13.1 事後調査項目並びに選定項目のうち事後調査項目から除外する項目及びその理由 

13.1.1 事後調査項目の選定 

環境影響評価項目に選定した項目のうち、事後調査を実施する項目の選定は表 13-1

に示すとおりである。 

 

表 13-1(1) 事後調査項目の選定 

環境影響評価項目 
環境影響要

因の区分 
環境影響要因 

事後調査 

項目選定 

大気質 

二酸化窒素又は 

窒素酸化物 
工事 

建設機械の稼働 × 

資材運搬等の車両の走行 × 

浮遊粒子状物質 工事 
建設機械の稼働 × 

資材運搬等の車両の走行 × 

粉じん 工事 

資材運搬等の車両の走行 × 

堤体等の工事(掘削含む)、工

事用道路等の設置工事 
× 

騒音・低周

波音 
騒音 工事 

建設機械の稼働 × 

資材運搬等の車両の走行 × 

振動 振動 工事 
建設機械の稼働 × 

資材運搬等の車両の走行 × 

水質 
浮遊物質量 

工事 
堤体等の工事(掘削含む)、工

事用道路等の設置工事 
× 

存在・供用 放水 × 

水素イオン濃度 工事 堤体等の工事(掘削含む) × 

水象 

河川等の流量及び水位 
工事 堤体等の工事(掘削含む) × 

存在・供用 放水 × 

地下水位 存在・供用 ― ○ 

堤防、水門、堰等 存在・供用 ― × 

動物 保全すべき種 
工事 

建設機械の稼働、資材運搬等

の車両の走行、堤体等の工事

(掘削含む)、工事用道路等の

設置工事 

○ 

存在・供用 調節池の存在・供用、放水 ○ 

植物 

保全すべき種 
工事 

堤体等の工事(掘削含む)、工

事用道路等の設置工事 
○ 

存在・供用 調節池の存在・供用、放水 ○ 

保全すべき植生及び群落 
工事 

堤体等の工事(掘削含む)、工

事用道路等の設置工事 
○ 

存在・供用 調節池の存在・供用、放水 ○ 

緑の量 存在・供用 調節池の存在・供用、放水 × 

生態系 地域を特徴付ける生態系 
工事 

堤体等の工事(掘削含む)、工

事用道路等の設置工事 
○ 

存在・供用 調節池の存在・供用、放水 ○ 
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表 13-1(2) 事後調査項目の選定 

環境影響評価項目 
環境影響要

因の区分 
環境影響要因 

事後調査 

項目選定 

景観 
景観資源 存在・供用 調節池の存在・供用 × 

眺望景観 存在・供用 調節池の存在・供用 × 

自然とのふ

れあいの場 
自然とのふれあいの場 

工事 

建設機械の稼働、資材運搬等

の車両の走行、堤体等の工事

(掘削含む)、工事用道路等の

設置工事 

× 

存在・供用 調節池の存在・供用 × 

史跡・文化

財 

指定文化財等 存在・供用 調節池の存在・供用 × 

埋蔵文化財 存在・供用 調節池の存在・供用 × 

廃棄物等 

廃棄物 工事 
堤体等の工事(掘削含む)、工

事用道路等の設置工事 
× 

残土 工事 
堤体等の工事(掘削含む)、工

事用道路等の設置工事 
× 

温室効果ガ

ス等 
温室効果ガス 工事 

建設機械の稼働、資材運搬等

の車両の走行 
× 

コミュニテ

ィ 
コミュニティ施設 

工事 

建設機械の稼働、資材運搬等

の車両の走行、堤体等の工事

(掘削含む)、工事用道路等の

設置工事 

× 

存在・供用 調節池の存在・供用 × 

地域交通 

自動車交通 工事 資材運搬等の車両の走行 × 

バス等の公共交通 工事 資材運搬等の車両の走行 × 

歩行者・自転車交通 工事 資材運搬等の車両の走行 × 
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13.1.2 事後調査項目から除外する項目及びその理由 

環境影響評価項目に選定した項目のうち、事後調査項目から除外する項目及びその理

由は表 13-2に示すとおりである。 

 

表 13-2(1) 事後調査項目から除外する項目及びその理由 

環境影響評価項目 
環境影響要

因の区分 

環境影響

要因 
除外する理由 

大気質 

二酸化窒素

又は窒素酸

化物 

工事 

建 設 機 械

の稼働 

予測結果から、建設機械の稼働に伴う二酸化窒

素又は窒素酸化物の影響は小さく、整合を図る

べき基準、目標等との整合は図られている。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

資 材 運 搬

等 の 車 両

の走行 

予測結果から、資材運搬等の車両の走行に伴う

二酸化窒素又は窒素酸化物の影響は小さく、整

合を図るべき基準、目標等との整合は図られて

いる。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

浮遊粒子状

物質 
工事 

建 設 機 械

の稼働 

予測結果から、建設機械の稼働に伴う浮遊粒子

状物質の影響は小さく、整合を図るべき基準、

目標等との整合は図られている。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

資 材 運 搬

等 の 車 両

の走行 

予測結果から、資材運搬等の車両の走行に伴う

浮遊粒子状物質の影響は小さく、整合を図るべ

き基準、目標等との整合は図られている。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

粉じん 工事 

資 材 運 搬

等 の 車 両

の走行 

予測結果から、資材運搬等の車両の走行に伴う

粉じんの影響は小さく、整合を図るべき基準、

目標等との整合は図られている。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

堤 体 等 の

工事(掘削

含む)、工

事 用 道 路

等 の 設 置

工事 

予測結果から、堤体等の工事(掘削含む)、工事

用道路等の設置工事に伴う粉じんの影響は小さ

く、整合を図るべき基準、目標等との整合は図

られている。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 
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表 13-2(2) 事後調査項目から除外する項目及びその理由 

環境影響評価項目 
環境影響要

因の区分 

環境影響

要因 
除外する理由 

騒音・低

周波音 
騒音 工事 

建 設 機 械

の稼働 

予測結果から、建設機械の稼働に伴う騒音の影

響は小さく、整合を図るべき基準、目標等との

整合は図られている。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

資 材 運 搬

等 の 車 両

の走行 

予測結果から、資材運搬等の車両の走行に伴う

騒音の影響は小さく、整合を図るべき基準、目

標等との整合は図られている。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

振動 振動 工事 

建 設 機 械

の稼働 

予測結果から、建設機械の稼働に伴う振動の影

響は小さく、整合を図るべき基準、目標等との

整合は図られている。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

資 材 運 搬

等 の 車 両

の走行 

予測結果から、資材運搬等の車両の走行に伴う

振動の影響は小さく、整合を図るべき基準、目

標等との整合は図られている。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

水質 

浮遊物質量 

工事 

堤 体 等 の

工事(掘削

含む)、工

事 用 道 路

等 の 設 置

工事 

予測結果から、堤体等の工事(掘削含む)、工事

用道路等の設置工事に伴う浮遊物質量は現況と

ほとんど変わらず、整合を図るべき基準、目標

等との整合は図られている。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

存在・供用 放水 

予測結果から、放水に伴う浮遊物質量は現況と

比べて低下する。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

水素イオン

濃度 
工事 

堤 体 等 の

工事(掘削

含む) 

予測結果から、堤体等の工事(掘削含む)に伴う

水素イオン濃度の影響は現況とほとんど変わら

ない。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 
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表 13-2(3) 事後調査項目から除外する項目及びその理由 

環境影響評価項目 
環境影響要

因の区分 

環境影響

要因 
除外する理由 

水象 

河川等の流

量及び水位 

工事 

堤 体 等 の

工事(掘削

含む) 

予測結果から、堤体等の工事(掘削含む)に伴う

河川等の流量及び水位の変化の程度は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

存在・供用 放水 

予測結果から、供用後の出水時の放水による河

川等の流量及び水位への影響ははほとんどない

と予測され、また、特に予測内容に不確実性は

ないことから、事後調査計画から除外すること

とする。 

堤防、水門、

堰等 
存在・供用 

調 節 池 の

存在・供用 

予測結果から、調節池の存在・供用に伴う堤防、

水門、堰等の影響は小さいと予測され、また、

特に予測内容に不確実性はないことから、事後

調査計画から除外することとする。 

動物 
保全すべき

種 

工事 

建設機械

の稼働、資

材運搬等

の車両の

走行、堤体

等の工事

(掘削含

む)、工事

用道路等

の設置工

事 

予測結果から、工事に伴う保全すべき種の影響

は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

存在・供用 

調 節 池 の

存 在 ・ 供

用、放水 

予測結果から、施設の存在・供用に伴う保全す

べき種の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

植物 

保全すべき

植生及び群

落 

工事 

堤体等の

工事(掘削

含む)、工

事用道路

等の設置

工事 

予測結果から、工事に伴う保全すべき植生及び

群落の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

存在・供用 

調 節 池 の

存 在 ・ 供

用、放水 

予測結果から、施設の存在・供用に伴う保全す

べき植生及び群落の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

緑の量 存在・供用 

調 節 池 の

存 在 ・ 供

用、放水 

予測結果から、施設の存在・供用に伴う緑の量

の影響は小さく、整合を図るべき基準、目標等

との整合は図られている。 

また、特に予測内容に不確実性はないことから、

事後調査計画から除外することとする。 
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表 13-2(4) 事後調査項目から除外する項目及びその理由 

環境影響評価項目 
環境影響要

因の区分 

環境影響要

因 
除外する理由 

景観 

景観資源 存在・供用 
調節池の存

在・供用 

予測結果から、施設の存在・供用に伴う景観資

源の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はないことか

ら、事後調査計画から除外することとする。 

眺望景観 存在・供用 
調節池の存

在・供用 

予測結果から、施設の存在・供用に伴う眺望景

観の影響は小さく、整合を図るべき基準、目標

等との整合は図られている。 

また、特に予測内容に不確実性はないことか

ら、事後調査計画から除外することとする。 

自然と

のふれ

あいの

場 

自然とのふ

れあいの場 

工事 

建設機械の

稼働、資材

運搬等の車

両の走行、

堤体等の工

事(掘削含

む)、工事用

道路等の設

置工事 

予測結果から、工事の実施に伴う自然とのふれ

あいの場の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

存在・供用 
調節池の存

在・供用 

予測結果から、施設の存在・供用に伴う自然と

のふれあいの場の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はないことか

ら、事後調査計画から除外することとする。 

史跡・文

化財 

指定文化財

等 
存在・供用 

調節池の存

在・供用 

予測結果から、施設の存在・供用に伴う指定文

化財等の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はないことか

ら、事後調査計画から除外することとする。 

埋蔵文化財 存在・供用 
調節池の存

在・供用 

史跡・文化財の埋蔵文化財は、関係機関との協
議を行い、指導に従って工事を進める計画であ
る。 

したがって、史跡・文化財の埋蔵文化財の存

在・供用における影響については、事後調査か

ら除外する。 

廃棄物

等 

廃棄物 工事 

堤体等の工

事(掘削含

む)、工事用

道路等の設

置工事 

予測結果から、堤体等の工事(掘削含む)、工事

用道路等の設置工事に伴う廃棄物の影響は小

さい。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

残土 工事 

堤体等の工

事(掘削含

む)、工事用

道路等の設

置工事 

予測結果から、堤体等の工事(掘削含む)、工事

用道路等の設置工事に伴う残土の影響は小さ

い。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 
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表 13-2(5) 事後調査項目から除外する項目及びその理由 

環境影響評価項目 
環境影響要

因の区分 

環境影響要

因 
除外する理由 

温 室 効

果 ガ ス

等 

温室効果ガ

ス 
工事 

建設機械の

稼働、資材

運搬等の車

両の走行 

予測結果から、建設機械の稼働、資材運搬等の

車両の走行に伴う温室効果ガスの影響は小さ

い。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

コミュ

ニティ 

コミュニテ

ィ施設 

工事 

建設機械の

稼働、資材

運搬等の車

両の走行、

堤体等の工

事(掘削含

む)、工事用

道路等の設

置工事 

予測結果から、工事の実施に伴うコミュニティ

施設の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はなく、環境保

全措置による効果も不明確ではないことから、

事後調査計画から除外することとする。 

存在・供用 
調節池の存

在・供用 

予測結果から、施設の存在・供用に伴うコミ

ュニティ施設の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はないことか

ら、事後調査計画から除外することとする。 

地域交

通 

自動車交通 工事 

資材運搬等

の車両の走

行 

予測結果から、資材運搬等の車両の走行に伴う

自動車交通の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はないことか

ら、事後調査計画から除外することとする。 

バス等の公

共交通 
工事 

資材運搬等

の車両の走

行 

予測結果から、資材運搬等の車両の走行に伴う

バス等の公共交通の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はないことか

ら、事後調査計画から除外することとする。 

歩行者・自

転車交通 
工事 

資材運搬等

の車両の走

行 

予測結果から、資材運搬等の車両の走行に伴う

歩行者・自転車交通の影響は小さい。 

また、特に予測内容に不確実性はないことか

ら、事後調査計画から除外することとする。 
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表 13-3 事後調査の内容 

項

目 

調査 

時期 

環境の状況または環境への負荷の状況 対象事業の実施状況または環境の保全のための措置の実施状況 

環境影

響要因 

予測した項

目 
調査項目 調査地点 調査方法 調査項目 調査地点 調査方法 

水

象 

工 事

中 及

び 供

用後 

存在・供

用 

地下水位へ

の影響 

地下水位 既存文献で調査

が実施されてい

る既往観測井と

する 

・調査時期：工事中及び供用時（工事終
了後 1年まで）の既存文献
の調査実施時とする 

・調査頻度：連続観測とする 

・調査方法：既存文献の調査方法とする 

― ― ― 

動

物 

工 事

中 及

び 供

用後 

存在・供

用 

地下水位の

変化による

保全すべき

種の生息環

境の変化の

程度 

地下水位 既存文献で調査

が実施されてい

る既往観測井と

する 

・調査時期：工事中及び供用時(工事終

了後 1 年まで)の文献の調

査時とする 

・調査頻度：連続観測とする 

・調査方法：文献の調査方法とする 

― ― ― 

植

物 

工 事

中 及

び 供

用後 

存在・供

用 

地下水位の

変化による

保全すべき

種の生息環

境の変化の

程度 

地下水位 既存文献で調査

が実施されてい

る既往観測井と

する 

・調査時期：工事中及び供用時(工事終

了後 1 年まで)の文献の調

査時とする 

・調査頻度：連続観測とする 

・調査方法：文献の調査方法とする 

― ― ― 

生

態

系 

工 事

中 及

び 供

用後 

堤 体 等

の 工 事

等 

着目種の生

息環境への

影響 

生態系陸

域上位性 

( オ オ タ

カ) 

予測対象とした

3営巣地 

・調査時期：調査地点近傍の工事を対象

に、工事開始年のオオタカ

の繁殖期から、工事終了後

のオオタカの１繁殖期を含

めた期間までとする 

・調査頻度：原則、オオタカの繁殖期に

月 1回実施するものとし、

調査日数は工事の進捗や

オオタカの出現状況等を

踏まえ設定する 

・調査方法：現地踏査及び定点観察 
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13.2 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対応方針 

事後調査の結果に基づき、予測及び評価の結果を検証し、事後調査の結果が予測結果と著しく

異なり、環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合には、その原因を究明するための調

査等を行う。その結果、環境影響が本事業に起因すると判断される場合は、事業者が主体となり、

必要に応じ関係機関及び専門家の助言・指導等を受けながら、速やかに適切な追加の環境の保全

のための措置及び継続的な監視調査を検討し、実施する。 

 

13.3 事後調査の実施体制 

13.3.1 事後調査を実施する主体 

事後調査を実施する主体は、工事中及び供用後いずれも本事業の事業者である国土交通省関

東地方整備局とする。 

 

13.3.2 緊急時の連絡体制 

事後調査の各段階において、環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合には、以下

に示す緊急時の連絡体制に基づき、報告、協議等を行う。 

 

(1) 工事中の事後調査 

 

(2) 供用後の事後調査 

 

 

13.4 事後調査計画書の提出時期 

(1) 工事中の事後調査 

工事中の事後調査は、工事開始後、表 13-3 に示す各項目の調査時期、期間に実施し、全工

事終了後から約 3 か月経過後に事後調査書を提出する予定である。 

 

(2) 供用後の事後調査 

供用後の事後調査は、供用開始後、表 13-3 に示す各項目の調査時期、期間に実施し、供用

開始後から約 1 年 3 ヶ月経過後に事後調査書を提出する予定である。 

事業者 

（国土交通省関東地方整備局） 

さいたま市 

（関係機関） 

報告・協議 

助言・指導 

事業者 

（国土交通省関東地方整備局） 

さいたま市 

（関係機関） 

報告・協議 

助言・指導 
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第14章 環境影響評価の受託者の名称及び住所 

受託者の名称 ：日本工営株式会社 

代表者の氏名 ：代表取締役社長 有元 龍一 

主たる事務所の住所：東京都千代田区麹町 5-4 
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第15章 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要 

15.1 準備書 

「さいたま市環境影響評価条例」（平成 15 年、さいたま市条例第 32 号）第 15 条に基づき、

表 15.1-1 に示すとおり「荒川第二・第三調節池事業環境影響評価準備書」の縦覧を行った。 

また、同条第 17 条第 1項の規定に基づき、公告日から縦覧期間満了後 2 週間までの間、環

境の保全の見地からの意見を有する者からの意見書を受け付けた。 

 

表 15.1-1 準備書の縦覧の概要 

準備書の縦覧期間 令和 2年 9月 30日～令和 2 年 10月 30 日 

意見書の受付期間 令和 2年 10月 30日～令和 2 年 11月 13 日 

縦覧場所 さいたま市環境対策課、さいたま市内各区役所情報公開コーナー、 

さいたま市内各図書館、馬宮公民館、植水公民館、大久保公民館、 

大久保東公民館、川越市環境政策課、上尾市環境政策課、 

志木市環境推進課、富士見市環境課、川島町町民生活課 

 

15.2 環境の保全の見地からの意見の概要 

環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見について、項目ごとに整理した。主な

意見の概要は表 15.2-1に示すとおりである。 

 

表 15.2-1(1) 環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見の概要 

項目 意見概要 

事業計画 事業計画において囲繞堤及び越流堤の高さや幅、管理道路の幅、池内水路の幅や深さ、

構造など、施設の概要が準備書に記されておらず、記載すべきである。 

また、さいたま市環境影響評価条例では、準備書の提出時期は事業計画が概ね決定し

た時期と規定されており、さいたま市環境影響評価技術指針に沿って、これらを記載

するべき。 

囲繞堤の自然再生について、どのような堤体を作ればよいかの考察が準備書に記載さ

れていない。研究者の研究成果や自然保護団体の経験等も生かしてほしい。 

荒川第二・三調節池事業は、国立環境研究所気候変動適応センターが目指す「気候変

動適応法」に基づく河川整備の適応事業と理解してよいか。 

地域特性 地域特性の関係法令の項目において、生物多様性基本法及び生物多様性条約が記載さ

れていない。 

当該地区の水田は早場米の生産を長年行っており、４月には田起こし、灌漑、８月下

旬には稲刈りが行われ、以後灌漑は行われない。これらの地域特性は動植物の生息に

多大な影響を与えているが、水田や湿地環境に影響を及ぼす灌漑の状況や表流水の季

節的変動等の調査及び影響予測がされていない。 

事業実施区域内の灌漑状況等の現況について詳細に調査し、工事の実施及び池内排水

路掘削、共用及び排水門の影響を予測、評価する必要がある。 
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表 15.2-1(2) 環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見の概要 

項目 意見概要 

地域特性 地域特性では、重要種としてウサギを対象としているが、さいたま市環境影響評価技

術指針に基づき、生物の高次種であるタヌキ、ウサギ、イタチ等の哺乳類についても

現況調査が必要である。 

本準備書ではノウサギと書かれているが、現在の学名はニホンノウサギが正式な名称

ではないか。 

荒川第一調節池動植物報告書（戸田市）、荒川調節池総合開発施設定期報告書等の多く

の文献があるにも関わらず、本準備書においては記載されておらず、文献調査が少な

すぎる。 

近年戸田市彩湖や彩湖公園付近においてキツネの親子の目撃情報などもあるので、キ

ツネも対象種とすべき。 

事業の計画地は、ゴルフ場、グラウンド、水田、屋敷林を含む田園環境に大きく区分

されるため、地域特性はこの区分ごとに調査する必要がある。 

水質 コンクリート材の使用は水質、植生、生態系に大きな負荷を生じることは明らかであ

り、コンクリート工事に伴い発生するアルカリの流出程度や PH 濃度をきちんと調査・

把握すべきである。 

また、環境保全措置についても、低減の措置を講じるとあるが、具体的な内容を記載

すべきである。 

地象 地象に関する事業者見解について、「周辺の地形を大きく改変するような地盤改良工

事は予定していません」とあるが、地盤改良剤の量と質が不明である。 

河川敷の地質は軟弱な場所も多く地盤の弱いところでは、周囲に盤ぶくれ等の影響を

及ぼすことが十分考えられ、地盤の変化に伴い営農に大きな影響を及ぼす。 

囲繞堤建設場所あるいは池内水路掘削に伴う地盤沈下、地下水位低下による地盤の変

化についてもその影響について詳細に調査し、影響の評価及び対策について記載を行

うべきである。 

当該事業区域内には旧河道と思われる箇所が数箇所あり、それらの場所では広範囲に

地盤改良が必要になると予測される。石灰を主体とした地盤改良材を使用した場合は、

広範囲のアルカリ地域が存在することとなり、周辺の農地や植生に重大な変化をもた

らす可能性があるため、これらの影響について詳細に調査し、影響の評価、対応を記

載すべきである。 

動物 動物の調査について、さいたま市環境影響評価技術指針では「準備書作成までに保全

すべき種の営巣地、主要採餌場所、移動経路等重要な利用域を残すこと」が求められ

ているが、これらについての現地調査の結果が示されていない。 

また、鳥類については、さいたま市環境影響評価技術指針において事業対象区域の 1.5

ｋｍを調査範囲とするよう定められているが、本準備書では対象事業所区域とその周

辺 200ｍの範囲としており、技術指針の範囲よりも小さい。技術指針で定められた範

囲以上の調査を行い、環境への影響を記載すべきである。 
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表 15.2-1(3) 環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見の概要 

項目 意見概要 

動物 事業区域内で長期にわたり集団繁殖をしているヨシゴイについては、埼玉県内におい

ても当事業実施区域でしか確認されていない重要種であるとともに繁殖の重要な場所

であるため、詳細な調査が必要である。 

準備書では、動物の現地調査の実施期間が示されているが、環境影響評価調査計画書

に基づいた調査が行われていない。 

動物・植物の調査結果について、重要種のみ記載されているが、保全すべき種の選定

根拠を明確にするため、現地調査で確認できた動植物について、その種と数又は被度

を明らかにすべきである。 

また、当該地域で繁殖している鳥類は全て重要種として記載し、影響評価からも除外

すべきではない。 

現地調査における動物の確認状況は、改変区域内、事業区域内、事業区域外と分ける

べきであり、その区域ごとの生息状況や繁殖状況等の詳細な記載が必要である。 

また、確認時期は環境影響を考える重要な要素であるため、調査日ごとに確認種とそ

の数を一覧表にして明示する必要がある。 

動物の、その他の予測・評価に必要な事項として、事業区域全域に渡って堤防の強化

が行われた埼玉築堤及びさいたま市西区で行われている荒川防災ステーション建設に

ついても記載をすべきである。 

湿地帯や河川敷では、硬い土壌よりも振動が伝わりやすく大きいのは当然であるが、

その点についての考慮がされておらず、昆虫、動物類への影響評価がなされていない。 

具体的に低減するのは何デシベルになるか等、評価すべきである。 

囲繞堤の建設及び池内水路の掘削による水位変動（季節的変化が重要）は、変動に弱

い湿地性植物とその植物に繁殖を依存する鳥類にとって影響が大きい重要な項目であ

るにもかかわらず、これらについての調査や影響評価がされていないので、本準備書

に記載する必要がある。 

本準備書では、いずれも年間の平均的な地下水位変化についてのみ記載されているが、

植物や動物にとっては生育あるいは繁殖する時期の地下水位及び表面の水位変化が重

要な要素となるため、これら水位の詳細な季節変動とその影響予測の記載が必要不可

欠である。 

動物の調査結果について、確認時期や生息数、生息環境、繁殖の有無などが示されて

いない。 

予測結果について、種ごとに「主な生息環境」と認めた範囲の根拠とその面積及び環

境を明示することが必要不可欠である。 

また、主な生息環境のうち何％が改変と記載されているが、母数となる実際の面積が

不明であり、確認された範囲やその状況、また改変する地域についても図示する必要

がある。 

さらに、具体的な工事とそれにより改変される環境についても詳細な記載も必要であ

る。そのうえで、生息環境の劣化を防ぐための手法を明らかにする必要がある。 

動物の予測結果について、地下水の変化により「一部の地域が生息環境に適さなくな

ると」しているが、その根拠と範囲が示されていない。 

動物の予測結果について、事業実施区域及びその周辺に本種の主な生息環境が広く分

布するとの記載手法は、周辺に生息していないにも関わらず多く生息しているように

受けとれ、違和感を覚えるため、記載の変更を求める。 

クイナの予測結果のうち地下水位の低下について「灌漑が行われいるので水位低下に

よる影響は少ない」と記載されているが、クイナの生息時期は冬期で灌漑が行われて

いない時期である。 

クイナ以外の鳥類について同様に、再調査を行った後で影響について再評価すべきで

ある。 

河川敷内の貴重な鳥類の生息地が減少しないことを祈る。 
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表 15.2-1(4) 環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見の概要 

項目 意見概要 

植物 植物の調査地域、調査地点及び調査経路について、調査計画書と比較すると準備書では

少なくなっており、現地調査が環境影響評価調査計画書通り行われていない。 

早急に現地調査を行い、確認された植物の種類と数あるいは被度を記載すべきである。 

本準備書では、調査計画書に基づく調査として３年前の調査結果が記載されているが、

直近の調査結果が示されていないこと及び昨年の１９号台風で環境が大きく変化した可

能性もあるため、その後の追加調査も必要ではないか。 

植物の調査時期について、夏季のみでは不十分であり、春季及び冬季も調査を実施すべ

きである。 

当該地には、「氾濫原野植生」であるノウルシ・エキサイゼリ・ハナムグラ・チョウジソ

ウ・ヌマトラノオ・ノカラマツなど稀少な湿性植物が今も集中的に残されている可能性

があるが、本準備書では希少種図面が非公開対象となっているため、こうした貴重な植

物群落について正確な把握がなされているか判然としない。 

これらの湿性植物群落は、埋め立てや掘削により消失、あるいは水条件の変化に伴い影

響を受けていくことが予測されるが、準備書にはこの点に関する具体的かつ客観的な検

討プロセスが示されていない。 

保護すべき湿性植物群落の範囲、堤防や水路・道路の位置ならびに構造の詳細を明示し、

施工前と後の比較に基づき湿性植物群落に及ぼす直接的・間接的な影響を可能な限り定

量的・客観的に分析評価し、それが適正であるか否かの判断をあおぐべきではないか。 

イヌスギナについて、囲繞堤や池内水路又は地下水の低下により影響を受ける可能性が

あり、詳細な現地調査を行った上で、現地の環境と改変地区を明示した図面を作成、掲

載し、これらの影響の有無について評価する必要がある。 

植物の予測結果について、「事業実施区域及びその周辺では本種の生育地が確認されてお

り」と記載されているが、事業実施区域外の区域についてどこで確認されたか具体的に

示されていない。 

事業区域外で確認されていないにもかかわらず、単に類似する環境を持って実際に自生

しているかのように錯覚させるような記載はすべきではない。 

地下水により一部の生育地が本種の生育環境として適さなくなると記載されているが、

その場所の明示と面積、影響を受ける範囲や程度についても明示し、その影響を記載す

べきである。 

ヒロハハナヤスリについて、事業の直接改変箇所内に自生地はないので影響はないとし

ているが、事業計画の詳細図と自生地との関係が図面上に示されていないため、影響の

程度について検証ができない。 

詳細図は、直接改変以外の項目に関しても影響を考慮する検討材料として必要なため、

現地調査を行った上で作成することが必要である。 

第三調節池予定地内のハンノキ群落は、地下水位低下の影響を顕著に受けるのではない

か。 

準備書において、ハンノキの樹齢として５０年のハンノキを例示しているが、事業地域

内のハンノキの樹齢は若く、平均樹齢を示す調査結果も示されていないため、この文献

を引用して根の深さを基準とすることは、科学的根拠に欠ける。 

ハンノキの生育している湿地の軟弱地盤では、囲繞堤設置面積より広範囲の土壌改良が

必要となるため、その周辺の土壌はアルカリ化し、ハンノキの生育に多大の影響を与え

る可能性があるので、地盤改良の範囲とその影響が及ぶ範囲に関する影響評価が必要で

ある。 
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表 15.2-1(5) 環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見の概要 

項目 意見概要 

植物 植物の予測結果について、ほとんど全ての希少種が「対象事業の実施による本種への

影響は小さいと予測される。」となっているいるが、何も対策をしないということか。

どのような対策を講じるのか、詳しく対応を事前に計画すべきである。 

改変地域内に存在するノニガナの生育地については環境保全措置で回避すると記載さ

れているが、区域を変更するのか、移植等を行うのか、具体的に記述すべきである。 

生態系 生態系の環境単位について、ゴルフ場、水田、グラウンド、屋敷林と水田が混在する

田園の４つの区域に区分し、その区域ごとの動植物調査結果に基づき、当該地域にお

ける生態系特性を明らかにし、事業実施に伴う環境への影響を最小限にすべく影響評

価をするべきではないか。 

生態系の着目種について、湿地環境に依存しかつ集団繁殖しているヨシゴイも選定し、

事業実施に伴う繁殖環境の悪化を最小限にするよう影響評価を行うべきではないか。 

当該地域で上位種と考えられるヨシゴイの集団繁殖について、詳細な現地調査を行い

本事業における影響を詳細に調査しその影響を評価し、将来に向かってこの土地でヨ

シゴイの集団繁殖が維持できるよう、影響の評価及び対応策を講じる必要がある。 

オオタカ保護指針では営巣中心域から半径４００ｍの区域の改変を基本的に認めてい

ないので、営巣中心域における改変を中止し、高利用域における利用状況の詳細な調

査を行った後に再度影響評価を行い、工法等の変更を行う必要がある。 

オオタカの高利用域の推定や繁殖期の行動、餌の状況等の調査が行われておらず、単

に林地の変更が少ないとの単純な影響評価だけでは、オオタカの生息環境は維持でき

ない。 

埼玉県オオタカ保護指針に記載されている項目について詳細な調査を行い、工事と土

地改変に伴う生息環境の変化について記載し、オオタカの繁殖環境が将来的に維持さ

れるよう配慮すべきである。繁殖環境維持のための具体的対応策を記載する必要があ

る。 

オオタカ等の生態系の影響について「必要に応じで工事を中断する」とあるが、埼玉

県オオタカ保護指針とのずれがある。専門家の指導・助言を得るとなっているが、現

地に詳しい地元の NPO との協議が優先されるのではないか。 

「工事による忌避行動が確認された場合、工事の一時中断」とあるが、忌避行動が確

認されたときは既に遅い。 

生態系の着目種として選定されているコムラサキについて、コムラサキはヤナギ類を

食べて成虫になるためヤナギ群落について記載しているのであれば理解できるが、ハ

ンノキ群落とのつながりは薄い。 

景観 景観の調査地点として見晴らしのよい橋梁の上を選定しているが、この場所を徒歩で

通行する人は少ないため景観の調査地点としては不適当ではないか。 

事業実施区域内の公園、グラウンド、サイクリング道路等を景観の調査地点とすべき

ではないか。 

事後調査 事後調査について、供用後 1 年まで行うとあるが、1 年では生態系保全の状況を見通

せるものではなく、最低 3年は調査をすべきである。 

その他 環境保全の措置についても不十分な記載となっているので、さいたま市環境影響評価

技術指針に沿った調査及び評価を再度行い準備書を再提出する必要がある。 

水象、動物、植物、生態系において重大な影響が生じる可能性があるため、技術基準

に従った調査を行って再度科学的な評価を行う必要がある。 
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表 15.2-1(6) 環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見の概要 

項目 意見概要 

その他 出水時に、越流堤から流入する河川水の量や流速によって、周辺農地の流失、植生の

破壊等が集中する可能性が高いため、その影響について予測するとともに影響の低減

手法を記載する必要がある。 

出水時には、越流堤で洪水を調節することにより、出水時に発生する多量の流木やご

みの一部が、流速を持って池内に流れ込み、農地や植生を破壊する可能性があるので、

その影響についても詳細に調査し、影響を極力減少するような設備を設ける必要があ

るが、それらについての記載がされていない。 

囲繞堤に囲まれた民有地が冠水すると、流入ゴミや泥土の自力での搬出処理は困難で

あり、高水敷地が原野となって放置されることになれば、植生の変化やゴミの不法投

棄等により地域の自然環境に与える悪影響は甚大なものとなる。 

地域住民及び事業者の将来に渡る営みの変化まで勘案した計画を立案すべき。 

供用後の出水時において、泥土や流入ごみの影響が事業実施前と変らないという事で

あれば、その明確な根拠を示してほしい。 

調節池の建設工事の一環として、ゴルフ場から荒川河岸までの人工化されてしまった

河川敷の自然をぜひ取り戻してほしい。 

地面の中の産業廃棄物について全て撤去すべき。 

既存の堤防を見ても、一度侵入したセイバンモロコシやナノハナ等は増える一方であ

り、囲繞堤の自然再生については、はじめから外来種を侵入させない対策を講じる必

要がある。 

側道や天端等、アスファルトで高温化した堤防ではセイバンモロコシが増加するため、

工事前に対策を立てるべきである。 

複数回の除草や火入れ等も考慮すべきであり、堤防周辺においては在来種の生育が整

うまで十分な管理が必要である。 

堤防建設に際して、新たに造成した場所は、セイタカアワダチソウやオオブタクサ等

の外来植物が繁茂する所が多いので、それを防ぐ方策を検討してほしい。昔ながらの

野草が多く見られる堤防を作るべきである。 

調節池内の自然について、河畔林を保護し、竹林を計画的に配置してほしい。 

上尾市平方では今昔の河岸場としての歴史や文化、三ツ又沼や太郎衛門自然再生地な

どの荒川の自然を取り入れたまちづくりの動きがあり、調節池づくりも地域の文化歴

史を大切にしたまちづくりと結び付けてほしい。 

在来種の保護、特定外来種の駆除、人の出入りの制限について、環境を保全してほし

い。 

新規建設施設（囲繞堤・池内水路・管理道路等）の位置について、公有地と民地を区

分した図面の中に建設位置を落とす共に、官地と民地の開発割合を教えてほしい。 

保護が求められる希少動植物等の確認地点と、上記建設施設の位置を重ね合わせた図

面を提示すると共に、その結果から直接的と間接的の両方の分析結果を示してほしい。 

準備書では、希少動植物情報は非公開として一切記されていないが、このスケールの

図面では盗掘や密漁に悪用されるとは思えない。 
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第16章 準備書についての市長の意見 

「さいたま市環境影響評価条例」（平成 15 年、さいたま市条例第 32 号）第 19 条第 1 項に基

づき、「荒川第二・第三調節池事業環境影響評価準備書」について、さいたま市長から環境の保

全の見地からの意見が提出された。 

準備書に対する市長意見は、以下に示すとおりである。 

 

表 16-1 市長意見 

区分 意見 

全体事項 本事業は、事業期間が長期間に及ぶため、事業の実施によらない周辺環境の変化が想

定される。事業の実施にあたっては、本意見に十分に留意し、今後可能な限り最善の

環境保全措置を講ずるよう検討を行うこと。また、事後調査については、周辺環境の

変化に応じて、柔軟に対応し予測評価と乖離が見られた場合は基準や目標との整合が

図られるよう努めること。 

水象 定量的な基準がない項目について、どのような影響をどのようなねらいの下で回避・

低減していくのか、よりわかりやすく記載すること。 

動物 事業の実施にあたって今後得られたデータも活用し、状況に応じた保全措置を検討す

ること。 

植物 (1)表 3.2-48にある重要な植物について、工事区域内に確認されその影響が懸念され

る場合は、他の保存するべき種と同様に状況に応じた保全措置を検討すること。 

(2)工事による影響を検証するため、新設される堤防等の区域をクローズアップした

植生図を示すこと。 

生態系 (1)地下水位の低下がある場合、多くの植物群落に影響し、冠水頻度の低下も相乗し乾

燥化が懸念される。状況に応じた保全措置を検討すること。 

(2)直接改変による各種生物の影響について、土地の類型区分ごとの直接改変面積の

割合など客観的なデータを記載すること。 

(3)冠水による攪乱頻度の変化が及ぼす生息環境への影響を考慮すること。 

温室効果ガ

ス 

温室効果ガスの排出量について、建設機械の稼働と資材運搬の走行など情報整理の仕

方を統一し、わかりやすく記載すること。 

地域交通 羽根倉橋東交差点については、歩行者や自転車交通状況も踏まえた安全対策を検討す

ること。 

その他 (1)事業実施区域は市内でも自然豊かな地域であることから、流域の自然環境及び生

活環境との調和を図るとともに、歴史的背景等を踏まえた必要な保全措置を講じ、そ

れらを維持していくための積極的な環境配慮に取り組むこと。 

(2)準備書に対する意見を有するものからの意見、事業者説明会でいただいた意見を

真摯に受け止め、十分に検討したうえで、可能な限り評価書へ反映させること。 
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第17章 第 15 章及び第 16 章の意見についての事業者の見解 

17.1 環境の保全の見地から意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

第 15 章で示した環境の保全の見地からの意見の概要及び意見に対する事業者の見解は、表 

17.1-1 に示すとおりである。 

 

表 17.1-1(1) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

事業計画 

事業計画において囲繞堤及び越流堤の高

さや幅、管理道路の幅、池内水路の幅や深

さ、構造など、施設の概要が準備書に記さ

れておらず、記載すべきである。 

また、さいたま市環境影響評価条例では、

準備書の提出時期は事業計画が概ね決定

した時期と規定されており、さいたま市環

境影響評価技術指針に沿って、これらを記

載するべき。 

環境影響評価を実施する時期については、さ

いたま市環境影響評価技術指針には、「対象

事業の計画がおおむね特定され、かつ、当該

計画の変更が可能な時期」とされています。 

本環境影響評価において予測を行うために

必要な諸元に関する図等は、準備書に記載し

ました。 

（準備書 p2-5、p10.1-32～34、p10.5-38、

p10.5-42） 

囲繞堤の自然再生について、どのような堤

体を作ればよいかの考察が準備書に記載

されていない。研究者の研究成果や自然保

護団体の経験等も生かしてほしい。 

いただいたご意見については、今後の参考と

させていただき、必要に応じて検討して参り

ます。 

荒川第二・三調節池事業は、国立環境研究

所気候変動適応センターが目指す「気候変

動適応法」に基づく河川整備の適応事業と

理解してよいか。 

本事業は、「荒川水系河川整備計画」に基づ

く河川整備事業です。 

地域特性 

地域特性の関係法令の項目において、生物

多様性基本法及び生物多様性条約が記載

されていない。 

本準備書の表 3.1-26 関係法令等について

は、対象事業の計画及び位置等を考慮した対

象事業に係る関係法令等を記載しました。 

当該地区の水田は早場米の生産を長年行

っており、４月には田起こし、灌漑、８月

下旬には稲刈りが行われ、以後灌漑は行わ

れない。これらの地域特性は動植物の生息

に多大な影響を与えているが、水田や湿地

環境に影響を及ぼす灌漑の状況や表流水

の季節的変動等の調査及び影響予測がさ

れていない。 

事業実施区域内の灌漑状況等の現況につ

いて詳細に調査し、工事の実施及び池内排

水路掘削、共用及び排水門の影響を予測、

評価する必要がある。 

本準備書第３章地域特性の把握については、

さいたま市環境影響評価技術指針に掲げる

調査項目について、文献等に基づく調査を行

いました。 

事業実施区域内の水田の排水路については、

現地調査により流量等を把握し、その結果は

準備書に記載しました。（準備書 p10.5-1～

16） 
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表 17.1-1(2) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

地域特性 

地域特性では、重要種としてウサギを対象

としているが、さいたま市環境影響評価技

術指針に基づき、生物の高次種であるタヌ

キ、ウサギ、イタチ等の哺乳類についても

現況調査が必要である。 

本準備書第３章地域特性で示す動物につい

ては、文献等に基づき、周辺で生息している

可能性のある種を整理し、記載しました。(準

備書 p10.6-14、資料編 p5-1) 

なお、準備書 p3-149のノウサギについては、

埼玉県レッドデータブックにおいては、2018

年改定時に哺乳類の重要な種のリストから

外れており、環境省レッドリストで選定され

ている種はノウサギの固有亜種である「サド

ノウサギ」であることから、表 3.2-33 重要

な哺乳類一覧を修正（削除）します。 

本準備書ではノウサギと書かれているが、

現在の学名はニホンノウサギが正式な名

称ではないか。 

「ノウサギ」の表記は、参照した文献の生物

リストを参考としました。 

荒川第一調節池動植物報告書（戸田市）、荒

川調節池総合開発施設定期報告書等の多

くの文献があるにも関わらず、本準備書に

おいては記載されておらず、文献調査が少

なすぎる。 

近年戸田市彩湖や彩湖公園付近において

キツネの親子の目撃情報などもあるので、

キツネも対象種とすべき。 

本準備書は、最新のさいたま市環境影響評価

技術指針(平成 28年 10 月)に基づき、入手可

能な最新の文献を使用しました。 

ご指摘の荒川調節池総合開発施設定期報告

書における生物の情報は、既往の河川水辺の

国勢調査の結果を引用しているものであり、

元出典である河川水辺の国勢調査は、本準備

書の参考文献として記載しました。（準備書

p3-149等） 

保全すべき種については、動物相の状況の調

査結果をもとに「文化財保護法」「種の保存

法」「環境省レッドリスト 2020」「埼玉県レッ

ドデータブック 2018（動物編）」といった公

的な指標に基づき選定しました。 

なお、ホンドキツネについては、埼玉県レッ

ドデータブック 2018（動物編）、環境省レッ

ドリスト 2020 のいずれにおいても、重要種

として選定されていません。 

事業の計画地は、ゴルフ場、グラウンド、

水田、屋敷林を含む田園環境に大きく区分

されるため、地域特性はこの区分ごとに調

査する必要がある。 

本準備書第３章地域特性の把握については、

さいたま市環境影響評価技術指針に掲げる

調査項目について、文献等に基づく調査を行

いました。 
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表 17.1-1(3) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

水質 

コンクリート材の使用は水質、植生、生態

系に大きな負荷を生じることは明らかで

あり、コンクリート工事に伴い発生するア

ルカリの流出程度や PH 濃度をきちんと調

査・把握すべきである。 

また、環境保全措置についても、低減の措

置を講じるとあるが、具体的な内容を記載

すべきである。 

堤体等の工事(掘削含む)に伴うアルカリ排

水の環境保全措置は、準備書 p10.4-41 に記

載しました。 

地象 

地象に関する事業者見解について、「周辺

の地形を大きく改変するような地盤改良

工事は予定していません」とあるが、地盤

改良剤の量と質が不明である。 

地盤改良については、現時点では予定してい

ません。 

河川敷の地質は軟弱な場所も多く地盤の

弱いところでは、周囲に盤ぶくれ等の影響

を及ぼすことが十分考えられ、地盤の変化

に伴い営農に大きな影響を及ぼす。 

囲繞堤建設場所あるいは池内水路掘削に

伴う地盤沈下、地下水位低下による地盤の

変化についてもその影響について詳細に

調査し、影響の評価及び対策について記載

を行うべきである。 

当該事業区域内には旧河道と思われる箇

所が数箇所あり、それらの場所では広範囲

に地盤改良が必要になると予測される。石

灰を主体とした地盤改良材を使用した場

合は、広範囲のアルカリ地域が存在するこ

ととなり、周辺の農地や植生に重大な変化

をもたらす可能性があるため、これらの影

響について詳細に調査し、影響の評価、対

応を記載すべきである。 

本事業の事業実施区域は河川区域であり、地

すべり等の不安定な地形ではなく、囲繞堤は

基準を満たす安定勾配で造成することから、

土地の安定性に影響を及ぼすおそれは想定

していません。また、事業実施区域周辺には、

レッドデータブックや文化財保護法等に掲

載される重要な地形・地質は存在しないこ

と、工事の施工に際しては、表土を仮置きし、

表土保全を図るとともに、盛土等における客

土は極力地域内の表土を利用する計画とし

ていることから、調査計画書の時点から地象

の項目を選定していません。 
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表 17.1-1(4) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

動物 

動物の調査について、さいたま市環境影響

評価技術指針では「準備書作成までに保全

すべき種の営巣地、主要採餌場所、移動経

路等重要な利用域を残すこと」が求められ

ているが、これらについての現地調査の結

果が示されていない。 

また、鳥類については、さいたま市環境影

響評価技術指針において事業対象区域の

1.5ｋｍを調査範囲とするよう定められて

いるが、本準備書では対象事業所区域とそ

の周辺 200ｍの範囲としており、技術指針

の範囲よりも小さい。技術指針で定められ

た範囲以上の調査を行い、環境への影響を

記載すべきである。 

動物については、保全すべき種の生態特性や

植生の分布状況等から、移動経路等を含めた

「主な生息環境」を整理し、その主な生息環

境の改変程度をもって保全すべき種への影

響について予測を行いました。 

調査範囲についてはさいたま市環境影響評

価技術指針手引を参考に、対象事業実施区域

及びその周辺 200ｍ程度の範囲を基本とし、

地域特性を踏まえ地下水の影響が懸念され

る範囲を加えた範囲としています。 

なお、さいたま市環境影響評価条例第 7条の

「環境に影響を及ぼす地域」が、対象事業が

実施される区域の周囲 1.5km 以内の地域と

されています。さいたま市環境影響評価技術

指針では、調査地域は「対象事業の実施によ

り環境の状況が一定程度以上変化する地域

又は環境が直接改変を受ける地域及びその

周辺」とされ、同手引では「一般的には対象

事業実施区域及びその周辺約 200ｍ程度の範

囲を対象とすることが多い。」とされていま

す。 

事業区域内で長期にわたり集団繁殖をし

ているヨシゴイについては、埼玉県内にお

いても当事業実施区域でしか確認されて

いない重要種であるとともに繁殖の重要

な場所であるため、詳細な調査が必要であ

る。 

動物の現地調査は、調査計画書の記載内容に

沿って行い、予測結果は本準備書に記載しま

した。(準備書 p10.6-68) 

準備書では、動物の現地調査の実施期間が

示されているが、環境影響評価調査計画書

に基づいた調査が行われていない。 

動植物の現地調査は、調査計画書の記載内容

に沿って行いました。 

動物・植物の調査結果について、重要種の

み記載されているが、保全すべき種の選定

根拠を明確にするため、現地調査で確認で

きた動植物について、その種と数又は被度

を明らかにすべきである。 

また、当該地域で繁殖している鳥類は全て

重要種として記載し、影響評価からも除外

すべきではない。 

保全すべき種（重要種）については、動物相

の状況の調査結果をもとに、「文化財保護法」

「種の保存法」「環境省レッドリスト 2020」、

「埼玉県レッドデータブック 2018（動物編）」

といった公的な指標に基づき選定しました。 

現地調査における動物の確認状況は、改変

区域内、事業区域内、事業区域外と分ける

べきであり、その区域ごとの生息状況や繁

殖状況等の詳細な記載が必要である。 

また、確認時期は環境影響を考える重要な

要素であるため、調査日ごとに確認種とそ

の数を一覧表にして明示する必要がある。 

調査地域は、さいたま市環境影響評価技術指

針に基づき、事業実施区域及びその周辺とし

ています。 

保全すべき種については、動物相の状況の調

査結果をもとに、「文化財保護法」「種の保存

法」「環境省レッドリスト 2020」、「埼玉県レ

ッドデータブック 2018（動物編）」といった

公的な指標に基づき選定しました。 

また、確認時期の情報については、保全すべ

き種を選定する上で、p10.6-27 等に記載の

通り整理しました。 
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表 17.1-1(5) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

動物 

動物の、その他の予測・評価に必要な事項

として、事業区域全域に渡って堤防の強化

が行われた埼玉築堤及びさいたま市西区

で行われている荒川防災ステーション建

設についても記載をすべきである。 

その他の予測・評価に必要な事項では、さい

たま市環境影響評価技術指針に基づき、「②

過去の動物相の変遷」を整理しており、さい

たま築堤及び荒川防災ステーションは、これ

までの河川改修による変化として一括して

記載しました。 

湿地帯や河川敷では、硬い土壌よりも振動

が伝わりやすく大きいのは当然であるが、

その点についての考慮がされておらず、昆

虫、動物への影響評価がなされていない。 

具体的に低減するのは何デシベルになる

か等、評価すべきである。 

本準備書では、調査計画書の時点で、視覚的

あるいは聴覚的な生態特性を踏まえ、哺乳類

及び鳥類において、騒音による影響を対象と

しました。 

囲繞堤の建設及び池内水路の掘削による

水位変動（季節的変化が重要）は、変動に

弱い湿地性植物とその植物に繁殖を依存

する鳥類にとって影響が大きい重要な項

目であるにもかかわらず、これらについて

の調査や影響評価がされていないので、本

準備書に記載する必要がある。 

本準備書では、いずれも年間の平均的な地

下水位変化についてのみ記載されている

が、植物や動物にとっては生育あるいは繁

殖する時期の地下水位及び表面の水位変

化が重要な要素となるため、これら水位の

詳細な季節変動とその影響予測の記載が

必要不可欠である。 

本環境影響評価は、さいたま市環境影響評価

技術指針に基づき、必要な調査を行いまし

た。 

地下水位の変動については、事業実施区域内

に観測井を設置し、地下水に関する年変動を

把握し、本準備書に記載しました。（準備書

p10.5-17～21） 

なお、地下水位については工事期間中にもモ

ニタリング調査を実施し、その結果を踏まえ

必要に応じて専門家に相談し、影響が確認さ

れた場合には、必要な対策を検討することと

しています。 
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表 17.1-1(6) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

動物 

動物の調査結果について、確認時期や生息

数、生息環境、繁殖の有無などが示されて

いない。 

予測結果について、種ごとに「主な生息環

境」と認めた範囲の根拠とその面積及び環

境を明示することが必要不可欠である。 

また、主な生息環境のうち何％が改変と記

載されているが、母数となる実際の面積が

不明であり、確認された範囲やその状況、

また改変する地域についても図示する必

要がある。 

さらに、具体的な工事とそれにより改変さ

れる環境についても詳細な記載も必要で

ある。そのうえで、生息環境の劣化を防ぐ

ための手法を明らかにする必要がある。 

動物の予測結果について、地下水の変化に

より「一部の地域が生息環境に適さなくな

ると」しているが、その根拠と範囲が示さ

れていない。 

動物の予測結果について、事業実施区域及

びその周辺に本種の主な生息環境が広く

分布するとの記載手法は、周辺に生息して

いないにも関わらず多く生息しているよ

うに受けとれ、違和感を覚えるため、記載

の変更を求める。 

クイナの予測結果のうち地下水位の低下

について「灌漑が行われているので水位低

下による影響は少ない」と記載されている

が、クイナの生息時期は冬期で灌漑が行わ

れていない時期である。 

クイナ以外の鳥類について同様に、再調査

を行った後で影響について再評価すべき

である。 

動物については、保全すべき種の生態特性や

植生の分布状況等から、移動経路等を含めた

「主な生息環境」を整理し、その主な生息環

境の改変程度をもって、保全すべき種への影

響について予測を行いました。 

直接改変による影響は、主な生息環境の改変

率により予測を行っており、改変率の算出に

あたり分母とした範囲は、調査計画書に掲載

した予測地域内のうち、各種の生息環境とな

る範囲としています。 

また、地下水位の低下は、場所、季節、天候

等により異なり、地下水位と植物の影響の程

度を植物毎に定量的に示すための十分な知

見がないことから「事業実施区域及びその周

辺のうち一部の生育地が、本種の生育環境と

して適さなくなる可能性があると考えられ

る。」と記載しました。 

調査地域の生息環境とその種の生息環境の

面積の資料は、環境影響評価書の資料編に掲

載します。 

クイナは、冬季の灌漑していない乾田（湛水

していない水田）や畦の草地、用水路等でも

地面が湿り、かつ身を隠す場所を主な生息環

境としています。 

事業実施区域内で灌漑が行われることで、水

田の環境が維持されることから、「水田は灌

漑が実施されること、･･･(中略)から、地下

水位の低下による影響は小さいと予測され

る。」と記載しました。 

鳥類の保全すべき種（予測対象種）38 種のう

ち、地下水位の低下による影響について予測

をしている種は 20 種ありますが、いずれも

記載内容に問題はないと考えています。 

河川敷内の貴重な鳥類の生息地が減少し

ないことを祈る。 

事業の実施にあたっては、環境影響評価手続

き等の着実な実施を通じて、環境の保全に努

めます。 
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表 17.1-1(7) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

植物 

植物の調査地域、調査地点及び調査経路に

ついて、調査計画書と比較すると準備書で

は少なくなっており、現地調査が環境影響

評価調査計画書通り行われていない。 

早急に現地調査を行い、確認された植物の

種類と数あるいは被度を記載すべきであ

る。 

本準備書では、調査計画書に基づく調査と

して３年前の調査結果が記載されている

が、直近の調査結果が示されていないこと

及び昨年の１９号台風で環境が大きく変

化した可能性もあるため、その後の追加調

査も必要ではないか。 

植物の現地調査は、調査計画書の記載内容に

沿って行いました。 

保全すべき種（重要種）は、植物相の現地調

査結果をもとに、「文化財保護法」「種の保存

法」「環境省レッドリスト 2020」、「埼玉県レ

ッドデータブック 2011（植物編）」といった

公的な指標に基づき選定し、予測を行いまし

た。 

調査範囲等については、調査計画書から変更

していませんが、植物の踏査ルート等が一部

表示されていませんでしたので、環境影響評

価書において修正します。 

なお、調査地域は数年に 1度程度の頻度で出

水による攪乱を受けている地域であること

から、本準備書の現地調査では、通常の状態

が把握できていると考えています。 

植物の調査時期について、夏季のみでは不

十分であり、春季及び冬季も調査を実施す

べきである。 

植生調査については、さいたま市環境影響評

価技術指針に基づき作成した調査計画書に

沿って、夏季（一部補足的に秋季）に現地調

査を行い、植物群落の分布状況を把握しまし

た。 

また、春季、夏季、秋季（一部補足的に冬季）

に植物相の調査を行い、重要な種の生育状況

等を把握しました。 

当該地には、「氾濫原野植生」であるノウル

シ・エキサイゼリ・ハナムグラ・チョウジ

ソウ・ヌマトラノオ・ノカラマツなど稀少

な湿性植物が今も集中的に残されている

可能性があるが、本準備書では希少種図面

が非公開対象となっているため、こうした

貴重な植物群落について正確な把握がな

されているか判然としない。 

これらの湿性植物群落は、埋め立てや掘削

により消失、あるいは水条件の変化に伴い

影響を受けていくことが予測されるが、準

備書にはこの点に関する具体的かつ客観

的な検討プロセスが示されていない。 

保護すべき湿性植物群落の範囲、堤防や水

路・道路の位置ならびに構造の詳細を明示

し、施工前と後の比較に基づき湿性植物群

落に及ぼす直接的・間接的な影響を可能な

限り定量的・客観的に分析評価し、それが

適正であるか否かの判断をあおぐべきで

はないか。 

本準備書では、保全すべき種の主な生息環境

と事業計画を重ね合わせて、直接改変及び直

接改変以外における影響の予測及び評価を

記載しました。 

地下水位の低下は、場所、季節、天候等によ

り異なり、地下水位と植物の影響の程度を植

物毎に定量的に示すための十分な知見がな

いことから、環境保全措置として地下水位の

モニタリングを行い、その結果を踏まえ、保

全すべき種への影響が想定された場合には、

専門家に相談の上、必要に応じて対策を講じ

ることとしています。 
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表 17.1-1(8) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

植物 

イヌスギナについて、囲繞堤や池内水路又

は地下水の低下により影響を受ける可能

性があり、詳細な現地調査を行った上で、

現地の環境と改変地区を明示した図面を

作成、掲載し、これらの影響の有無につい

て評価する必要がある。 

植物の予測結果について、「事業実施区域

及びその周辺では本種の生育地が確認さ

れており」と記載されているが、事業実施

区域外の区域についてどこで確認された

か具体的に示されていない。 

事業区域外で確認されていないにもかか

わらず、単に類似する環境を持って実際に

自生しているかのように錯覚させるよう

な記載はすべきではない。 

地下水により一部の生育地が本種の生育

環境として適さなくなると記載されてい

るが、その場所の明示と面積、影響を受け

る範囲や程度についても明示し、その影響

を記載すべきである。 

ヒロハハナヤスリについて、事業の直接改

変箇所内に自生地はないので影響はない

としているが、事業計画の詳細図と自生地

との関係が図面上に示されていないため、

影響の程度について検証ができない。 

詳細図は、直接改変以外の項目に関しても

影響を考慮する検討材料として必要なた

め、現地調査を行った上で作成することが

必要である。 

イヌスギナは、本事業における改変区域内で

は確認されなかったことから、直接改変によ

る影響は想定していません。 

植物の現地調査結果は、予測地域、事業実施

区域内及び改変区域内で確認された生育数

を記載した上で、事業実施区域内を含む予測

地域全体のことを「事業実施区域及びその周

辺」と記載しました。 

また、地下水位の低下は、場所、季節、天候

等により異なり、地下水位と植物の影響の程

度を植物毎に定量的に示すための十分な知

見がないことから、「事業実施区域及びその

周辺のうち一部の生育地が、本種の生育環境

として適さなくなる可能性があると考えら

れる。」と記載しました。 

なお、地下水位の低下に伴い生育環境への影

響が及ぶ可能性があるため、環境保全措置と

して地下水位のモニタリングを行い、その結

果を踏まえ、保全すべき種への影響が想定さ

れた場合には、専門家に相談の上、必要に応

じて対策を講じることとしています。 

第三調節池予定地内のハンノキ群落は、地

下水位低下の影響を顕著に受けるのでは

ないか。 

準備書において、ハンノキの樹齢として 50

年のハンノキを例示しているが、事業地域

内のハンノキの樹齢は若く、平均樹齢を示

す調査結果も示されていないため、この文

献を引用して根の深さを基準とすること

は、科学的根拠に欠ける。 

ハンノキの生育している湿地の軟弱地盤

では、囲繞堤設置面積より広範囲の土壌改

良が必要となるため、その周辺の土壌はア

ルカリ化し、ハンノキの生育に多大の影響

を与える可能性があるので、地盤改良の範

囲とその影響が及ぶ範囲に関する影響評

価が必要である。 

樹木の一般的な成長曲線や、生育環境等によ

る個体差等を踏まえると、事業実施区域内に

生育するハンノキの成木と、文献にある 50

年生のハンノキを比較しても、大きな齟齬は

ないと考えています。 

また、河川水辺の国勢調査によると、第三調

節池内（44～46k付近）に生育するハンノキ

については平成 8 年以降面積が増加し、平成

23年から 28年にかけて面積はあまり変化し

ていません（特に減少はしていません）。 

このことからも、地下水位の変動がある現状

でもハンノキ群落の生育環境は維持されて

いると考えています。 

なお、地盤改良については、現時点で実施し

ない予定です。 
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表 17.1-1(9) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

植物 

植物の予測結果について、ほとんど全ての希

少種が「対象事業の実施による本種への影響

は小さいと予測される。」となっているが、

何も対策をしないということか。どのような

対策を講じるのか、詳しく対応を事前に計画

すべきである。 

予測の結果に基づく環境保全のための措

置については、本準備書に記載しました。

(準備書 p10.7-170～p10.7-173) 

改変地域内に存在するノニガナの生育地に

ついては環境保全措置で回避すると記載さ

れているが、区域を変更するのか、移植等を

行うのか、具体的に記述すべきである。 

環境保全措置に記載のとおり、改変を予定

していた区域内で確認されたノニガナの

生育地については、計画を変更し、生育地

及びその周辺の改変を回避します。 

生態系 

生態系の環境単位について、ゴルフ場、水田、

グラウンド、屋敷林と水田が混在する田園の

４つの区域に区分し、その区域ごとの動植物

調査結果に基づき、当該地域における生態系

特性を明らかにし、事業実施に伴う環境への

影響を最小限にすべく影響評価をするべき

ではないか。 

生態系の環境単位については、さいたま市

環境影響評価技術指針に基づき、土壌、水

象、植生の状況、河床勾配、河床材料、歴

史的変遷等を踏まえ、区分しました。 

生態系の着目種について、湿地環境に依存し

かつ集団繁殖しているヨシゴイも選定し、事

業実施に伴う繁殖環境の悪化を最小限にす

るよう影響評価を行うべきではないか。 

当該地域で上位種と考えられるヨシゴイの

集団繁殖について、詳細な現地調査を行い本

事業における影響を詳細に調査しその影響

を評価し、将来に向かってこの土地でヨシゴ

イの集団繁殖が維持できるよう、影響の評価

及び対応策を講じる必要がある。 

ヨシゴイについては、さいたま市環境影響

評価技術指針に基づき、生態系の着目種に

該当しないことから、本準備書第 10章 10.6

において、動物の保全すべき種（重要な種）

として予測及び評価を行いました。 
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表 17.1-1(10) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

生態系 

オオタカ保護指針では営巣中心域から半径

４００ｍの区域の改変を基本的に認めてい

ないので、営巣中心域における改変を中止

し、高利用域における利用状況の詳細な調査

を行った後に再度影響評価を行い、工法等の

変更を行う必要がある。 

オオタカの高利用域の推定や繁殖期の行動、

餌の状況等の調査が行われておらず、単に林

地の変更が少ないとの単純な影響評価だけ

では、オオタカの生息環境は維持できない。 

埼玉県オオタカ保護指針に記載されている

項目について詳細な調査を行い、工事と土地

改変に伴う生息環境の変化について記載し、

オオタカの繁殖環境が将来的に維持される

よう配慮すべきである。繁殖環境維持のため

の具体的対応策を記載する必要がある。 

オオタカ等の生態系の影響について「必要に

応じで工事を中断する」とあるが、埼玉県オ

オタカ保護指針とのずれがある。専門家の指

導・助言を得るとなっているが、現地に詳し

い地元の NPO との協議が優先されるのでは

ないか。 

「工事による忌避行動が確認された場合、工

事の一時中断」とあるが、忌避行動が確認さ

れたときは既に遅い。 

オオタカについては、埼玉県オオタカ等保

護指針に基づき、調査及び高利用域、営巣

中心域等の解析を行い、その上で事業によ

る影響の予測を行いました。 

その予測結果を踏まえ、環境保全措置とし

て「オオタカの繁殖時期おいて、繁殖状況

をモニタリングし、工事によると思われる

忌避行動が確認された場合は工事の一時

中断を検討する。」等を講じることとして

います。 

生態系の着目種として選定されているコム

ラサキについて、コムラサキはヤナギ類を食

べて成虫になるためヤナギ群落について記

載しているのであれば理解できるが、ハンノ

キ群落とのつながりは薄い。 

本準備書では、ヤナギ林でよくみられるコ

ムラサキを選定しました。 

予測結果の記載内容について、湿性樹林環

境の変化をハンノキ群落を例に記載した

ため、わかりにくい表現となっていました

ので、環境影響評価書で修文します。 

景観 

景観の調査地点として見晴らしのよい橋梁

の上を選定しているが、この場所を徒歩で通

行する人は少ないため景観の調査地点とし

ては不適当ではないか。 

事業実施区域内の公園、グラウンド、サイク

リング道路等を景観の調査地点とすべきで

はないか。 

景観の調査は、調査計画書で示した地点で

行いました。 

事後調査 

事後調査について、供用後 1 年まで行うとあ

るが、1年では生態系保全の状況を見通せる

ものではなく、最低 3年は調査をすべきであ

る。 

事後調査結果を踏まえ、必要に応じて検討

して参ります。 
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表 17.1-1(11) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

その他 

環境保全の措置についても不十分な記載と

なっているので、さいたま市環境影響評価技

術指針に沿った調査及び評価を再度行い準

備書を再提出する必要がある。 

水象、動物、植物、生態系において重大な影

響が生じる可能性があるため、技術基準に従

った調査を行って再度科学的な評価を行う

必要がある。 

本準備書は、さいたま市環境影響評価技術

指針に基づき作成しました。 

今後、さいたま市環境影響評価条例に基づ

く手続きを進めるとともに、事業実施にあ

たっては、環境影響評価手続き等の着実な

実施等を通じて、環境の保全に努めます。 

出水時に、越流堤から流入する河川水の量や

流速によって、周辺農地の流失、植生の破壊

等が集中する可能性が高いため、その影響に

ついて予測するとともに影響の低減手法を

記載する必要がある。 

出水時には、越流堤で洪水を調節することに

より、出水時に発生する多量の流木やごみの

一部が、流速を持って池内に流れ込み、農地

や植生を破壊する可能性があるので、その影

響についても詳細に調査し、影響を極力減少

するような設備を設ける必要があるが、それ

らについての記載がされていない。 

調節池の存在・供用に伴う施設への影響に

ついては、調査計画書に沿って予測及び評

価を行いました。 

なお、本事業では、水の勢いを抑える減勢

工を整備します。 

囲繞堤に囲まれた民有地が冠水すると、流入

ゴミや泥土の自力での搬出処理は困難であ

り、高水敷地が原野となって放置されること

になれば、植生の変化やゴミの不法投棄等に

より地域の自然環境に与える悪影響は甚大

なものとなる。 

地域住民及び事業者の将来に渡る営みの変

化まで勘案した計画を立案すべき。 

本環境影響評価は、さいたま市環境影響評

価指針に基づき、事業の実施により影響を

受ける自然環境の現況からの変化につい

て、予測・評価を行いました。 

本事業において、囲繞堤や越流堤を整備す

ることにより、調節池内の冠水頻度は下が

ると考えています。（準備書 p10.6-50等） 

供用後の出水時において、泥土や流入ごみの

影響が事業実施前と変らないという事であ

れば、その明確な根拠を示してほしい。 

出水時に、荒川から調節池内に流入する泥

土・ゴミは、越流堤を下回る水位では河川

敷に流入しなくなりますので、変わらない

又は減ると考えています。 

調節池の建設工事の一環として、ゴルフ場か

ら荒川河岸までの人工化されてしまった河

川敷の自然をぜひ取り戻してほしい。 

事業の実施にあたっては、環境影響評価手

続き等の着実な実施を通じて、環境の保全

に努めます。 

いただいたご意見については、今後の参考

とさせていただき、必要に応じて検討して

参ります。 

地面の中の産業廃棄物について全て撤去す

べき。 

いただいたご意見については、今後の参考

とさせていただき、必要に応じて検討して

参ります。 
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表 17.1-1(12) 環境の保全に見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項目 意見の概要 事業者の見解 

その他 

既存の堤防を見ても、一度侵入したセイバンモ

ロコシやナノハナ等は増える一方であり、囲繞

堤の自然再生については、はじめから外来種を

侵入させない対策を講じる必要がある。 

側道や天端等、アスファルトで高温化した堤防

ではセイバンモロコシが増加するため、工事前

に対策を立てるべきである。 

複数回の除草や火入れ等も考慮すべきであり、

堤防周辺においては在来種の生育が整うまで

十分な管理が必要である。 

いただいたご意見については、今後の参

考とさせていただき、必要に応じて検討

して参ります。 

堤防建設に際して、新たに造成した場所は、セ

イタカアワダチソウやオオブタクサ等の外来

植物が繁茂する所が多いので、それを防ぐ方策

を検討してほしい。昔ながらの野草が多く見ら

れる堤防を作るべきである。 

事業の実施にあたっては、環境影響評価

手続き等の着実な実施を通じて、環境の

保全に努めます。 

いただいたご意見については、今後の参

考とさせていただき、必要に応じて検討

して参ります。 

調節池内の自然について、河畔林を保護し、竹

林を計画的に配置してほしい。 

いただいたご意見については、今後の参

考とさせていただき、必要に応じて検討

して参ります。 

上尾市平方では今昔の河岸場としての歴史や

文化、三ツ又沼や太郎衛門自然再生地などの荒

川の自然を取り入れたまちづくりの動きがあ

り、調節池づくりも地域の文化歴史を大切にし

たまちづくりと結び付けてほしい。 

いただいたご意見については、今後の参

考とさせていただき、必要に応じて検討

して参ります。 

在来種の保護、特定外来種の駆除、人の出入り

の制限について、環境を保全してほしい。 

本準備書は、さいたま市環境影響評価技

術指針に基づき作成しました。 

環境保全に関するご意見は、今後の参考

とさせていただきます。 

新規建設施設（囲繞堤・池内水路・管理道路等）

の位置について、公有地と民地を区分した図面

の中に建設位置を落とす共に、官地と民地の開

発割合を教えてほしい。 

保護が求められる希少動植物等の確認地点と、

上記建設施設の位置を重ね合わせた図面を提

示すると共に、その結果から直接的と間接的の

両方の分析結果を示してほしい。 

準備書では、希少動植物情報は非公開として一

切記されていないが、このスケールの図面では

盗掘や密漁に悪用されるとは思えない。 

動植物の確認位置図については、種の保

全の観点から縮尺にかかわらず表示し

ない方針としています。 

公有地と民地を区分した図面について

は、環境への影響を予測評価する上で特

段活用した情報ではないため、公表する

ことは予定していません。なお、開発割

合については、国有地で９割以上を占め

ています。 

 

  



 

 

 

17-13 

17.2 市長の意見と事業者の見解 

第 16 章に示された市長の意見と事業者の見解は、表 17.2-1 に示すとおりである。 

 

表 17.2-1(1) 市長の意見と事業者の見解 

区分 意 見 事業者見解 

全体事項 本事業は、事業期間が長期間に及ぶため、

事業の実施によらない周辺環境の変化が

想定される。事業の実施にあたっては、本

意見に十分に留意し、今後可能な限り最

善の環境保全措置を講ずるよう検討を行

うこと。また、事後調査については、周辺

環境の変化に応じて、柔軟に対応し予測

評価と乖離が見られた場合は基準や目標

との整合が図られるよう努めること。 

市条例に基づく工事着手後の定期的な環境

保全措置の実施状況報告において、周辺環

境の変化に応じて必要となる環境保全措置

や事後調査を検討し、その都度柔軟に対応

して参ります。 

水象 定量的な基準がない項目について、どの

ような影響をどのようなねらいの下で回

避・低減していくのか、よりわかりやすく

記載すること。 

水象について、評価の目的に関する説明文

を記載しました。 

（評価書 p10.5-1） 

動物 事業の実施にあたって今後得られたデー

タも活用し、状況に応じた保全措置を検

討すること。 

工事着工後に動物の調査を実施した場合に

は、その結果を踏まえ、必要に応じて環境

保全措置の実施について検討して参りま

す。 

植物 (1)表 3.2-48にある重要な植物について、

工事区域内に確認されその影響が懸念さ

れる場合は、他の保存するべき種と同様

に状況に応じた保全措置を検討するこ

と。 

改変区域内で生育が確認された重要な植物

について、必要に応じて環境保全措置の実

施を検討して参ります。 

(2)工事による影響を検証するため、新設

される堤防等の区域をクローズアップし

た植生図を示すこと。 

改変区域をクローズアップした植生図につ

いて、資料編に掲載しました。(評価書資料

編 p8-1～13) 

生態系 (1)地下水位の低下がある場合、多くの植

物群落に影響し、冠水頻度の低下も相乗

し乾燥化が懸念される。状況に応じた保

全措置を検討すること。 

地下水位についてはモニタリングを行い、

その結果を踏まえ必要に応じて専門家に相

談し、事業による動植物の生息・生育環境

や生態系への影響が確認された場合には、

必要に応じて対策を検討して参ります。 

(2)直接改変による各種生物の影響につ

いて、土地の類型区分ごとの直接改変面

積の割合など客観的なデータを記載する

こと。 

動植物に関して、種ごとの主な生息・生育

環境の面積の改変割合を示した表につい

て、資料編に掲載しました。 

(評価書資料編 p5-22～25、評価書資料編

p6-10) 

(3)冠水による攪乱頻度の変化が及ぼす

生息環境への影響を考慮すること。 

冠水による攪乱頻度の変化が及ぼす生息環

境への影響について修文しました。（評価書

p10.6-51～52） 
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表 17.2-1(2) 市長の意見と事業者の見解 

区分 意 見 事業者見解 

温室効果ガ

ス 

温室効果ガスの排出量について、建設機

械の稼働と資材運搬の走行など情報整理

の仕方を統一しわかりやすく記載するこ

と。 

建設機械の稼働に係る内容と、資材運搬の

走行に係る内容を区別して整理し、記載し

ました。（評価書 p10.13-6～14） 

地域交通 羽根倉橋東交差点については、歩行者や

自転車交通状況も踏まえた安全対策を検

討すること。 

羽根倉橋東交差点における安全対策とし

て、「規制速度での走行やアイドリングスト

ップなど、運転者への適切な運転指導及び

交通安全教育の徹底」、「交通整理員の配置」

を実施して参ります。 

その他 (1) 事業実施区域は市内でも自然豊かな

地域であることから、流域の自然環境及

び生活環境との調和を図るとともに、歴

史的背景等を踏まえた必要な保全措置を

講じ、それらを維持していくための積極

的な環境配慮に取り組むこと。 

事業実施にあたっては、流域の自然環境及

び生活環境との調和を図り、評価書に記載

した環境保全措置を遵守するとともに、歴

史的背景等も踏まえた、積極的な環境配慮

に取り組んで参ります。 

 

(2)準備書に対する意見を有するものか

らの意見、事業者説明会でいただいた意

見を真摯に受け止め、十分に検討したう

えで、可能な限り評価書へ反映させるこ

と。 

いただいたご意見については真摯に受け止

め、見解書で事業者の見解を説明するとと

もに、可能な限り評価書に反映しました。 
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第18章 その他の事項 

18.1 環境影響評価手続きの概要 

荒川第二・三調節池事業に係る環境影響評価手続きの概要は表 18.1-1 に示すとおりであ

る。 

 

表 18.1-1 環境影響評価手続きの概要 

対象事業名称 荒川第二・三調節池事業 

根拠法令 さいたま市環境影響評価条例 

事業者の住所・氏名 国土交通省関東地方整備局 

埼玉県さいたま市中央区新都心 2 番地 1 

対象事業の種類 調節池の設置 

対象事業の規模 面積 約 760 ヘクタール 

対象事業実施区域 さいたま市、川越市、上尾市の荒川左岸 37.2k

～48.0k 付近 

調査計画書 提出 平成 31 年 4 月 3 日 

関係地域決定 平成 31 年 4 月 10 日 

縦覧 令和元年 5 月 7 日から令和元年 6 月 7 日 

説明会の開催 令和元年 5 月 15 日から令和元年 5 月 26 日 

意見書の提出期間 令和元年 5 月 7 日から令和元年 6 月 21 日 

市長意見 令和元年 9 月 6 日 

準備書 提出 令和 2 年 9 月 18 日 

縦覧 令和 2 年 9 月 30 日から令和 2 年 10 月 30 日 

説明会の開催 令和 2 年 10 月 13 日から令和 2 年 10 月 24 日 

意見書の提出期間 令和 2 年 9 月 30 日から令和 2 年 11 月 13 日 

意見書(写)及び見解書

(写)の報告 

令和 2 年 12 月 2 日 

市長意見 令和 3 年 3 月 8 日 

 

18.2 準備書の修正事項 

準備書に係る市長意見等に対して、準備書からの主な追加及び修正事項とその内容は表

18.2-1に示すとおりである。なお、誤字や脱字等の軽微な訂正については記載していない。 
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表 18.2-1 主な追加及び修正事項とその内容 

項目 ページ 主な追加及び修正事項とその内容 

騒音 p10.2-3 一般環境騒音の現地調査地点や建設機械の稼働に伴う騒音の予測地点

について、各地点の選定根拠を示した表を掲載しました。 

p10.2-11～14 現地調査結果について、速度、舗装の種別は表に、騒音・振動の調査地

点は図中に掲載しました。 

p10.2-30～36 道路騒音の予測について、ASJ2018 モデルで予測を行いました。 

水象 p10.5-1 水象について、評価の目的に関する説明文を記載しました。 

動物 p10.6-21 他 特殊な条件を生息場として必要とする種について、動物の生態情報の

箇所に、検討結果を記載しました。 

p10.6-51～52 冠水による攪乱頻度の変化が及ぼす生息環境への影響について修文し

ました。 

動物、 

植物、 

生態系 

資料編 

p5-22～25 

p6-10 

動植物に関して、種ごとの主な生息・生育環境の面積の改変割合を示し

た表について、資料編に掲載しました。 

植物 p10.7-86 

p10.7-102 

p10.7-110 

p10.7-121 

ヒメナミキ、コカモメヅル、バアソブ、ゴキヅルの予測について、修文

しました。 

資料編 

p8-1～13 

改変区域をクローズアップした植生図について、資料編に掲載しまし

た。 

生態系 p10.8-84 コムラサキの予測について修文しました。 

p10.8-98 オオタカに関する環境保全措置について、オオタカの敏感度（繁殖ステ

ージ）と対応させ、具体性を持たせるよう修文しました。 

温室効果

ガス 

p10.13-6～14 建設機械の稼働に係る内容と、資材運搬の走行に係る内容を区別して

整理し、記載しました。 

地域交通 p10.15-29 荒川自転車道について記載しました。 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本評価書内の地図は電子地形図 25000（国土地理院）を加工して作成した。 

ただし p2-1、p2-2、p3-17、p10.15-19～28 の地図を除く。 
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